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テ
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間
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【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
ア
ル
プ
ス
の
南
北
に
ま
た
が
り
、
多
数
派
の
ド
イ
ツ
語
系
と
少
数
派
の
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
お

い
て
、
ド
イ
ツ
語
系
エ
リ
ー
ト
が
ど
の
よ
う
に
「
地
域
」
や
「
境
界
」
を
認
識
し
て
い
た
か
を
考
察
し
た
。
分
析
対
象
と
し
た
の
は
、
テ
ィ
ロ
…
ル
で
は

一
七
世
紀
に
幽
現
し
、
一
八
世
紀
に
活
況
を
呈
し
た
領
邦
に
関
す
る
地
誌
、
す
な
わ
ち
領
邦
誌
で
あ
る
。

　
｝
七
世
紀
に
お
け
る
領
重
弁
の
成
立
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
他
と
は
異
な
る
　
つ
の
「
祖
国
一
と
す
る
見
方
を
前
提
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
当
時
の
領
邦

誌
作
者
は
、
独
立
し
た
聖
界
領
で
あ
っ
た
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
、
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
領
と
テ
ィ
ロ
ー
ル
直
領
の
国
制
上
の
栢
違
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
。

一
八
世
紀
に
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
と
ト
リ
エ
ン
ト
、
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
領
の
区
別
が
重
視
さ
れ
な
く
な
り
、
か
わ
っ
て
、
新
た
な
「
境
界
し
設
定
の
基

準
が
浮
上
す
る
。
こ
こ
で
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
内
部
の
き
口
語
や
「
民
族
」
性
の
違
い
へ
の
言
及
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
ド
イ
ツ
語
系
エ

リ
ー
ト
は
、
産
業
・
農
業
の
正
確
な
把
握
を
よ
り
重
視
し
、
気
候
や
植
生
に
お
け
る
ア
ル
プ
ス
の
爾
北
の
相
違
を
、
「
地
域
」
区
分
の
も
っ
と
も
重
要
な

指
標
と
し
て
い
た
。

　
テ
ィ
ロ
ー
ル
が
、
外
部
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
空
間
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
一
七
・
～
八
世
紀
の
領
日
誌
作
者
は
、

テ
ィ
ロ
ー
ル
が
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
当
然
蝕
し
、
「
ド
イ
ツ
」
の
一
部
と
し
て
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
捉
え
る
認
識
も
共
有
し
て
い
た
。
～

八
世
紀
の
領
邦
誌
で
は
、
こ
れ
に
加
え
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
い
う
枠
組
み
の
存
在
感
も
高
ま
っ
た
が
、
中
央
集
権
化
に
抵
抗
す
る
諸
身
分
の
議
論
も

反
映
さ
れ
た
。
地
理
的
位
置
の
特
殊
性
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
お
け
る
テ
イ
ロ
ー
ル
の
重
要
性
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
世
紀
以
降
に
強
ま
っ
た
ド
イ
ツ
語
系
と
イ
タ
リ
ア
語
系
士
民
の
対
立
や
、
第
一
次
大
戦
後
の
分
割
の
歴
史
を
持
つ
テ
ィ
ロ
ー
ル
で
は
、
そ
の
＝

体
性
」
が
常
に
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
｛
つ
の
固
有
の
空
間
と
し
て
領
邦
を
掘
握
す
る
領
野
誌
に
お
い
て
も
、

「
地
域
」
の
複
合
的
性
格
や
「
境
界
」
の
流
動
性
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
〇
巻
三
号
　
二
〇
〇
七
年
五
月
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は
　
じ
　
め
　
に
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ア
ル
プ
ス
の
南
北
に
ま
た
が
る
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
、
多
数
派
の
ド
イ
ツ
語
系
と
少
数
派
の
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民

の
対
立
が
強
ま
っ
た
。
こ
の
対
立
は
、
一
八
六
～
年
の
イ
タ
リ
ア
王
国
成
立
後
に
展
開
さ
れ
た
イ
レ
デ
ン
テ
ィ
ズ
ム
（
未
回
収
地
回
復
運
動
）
に

よ
っ
て
激
化
し
た
。
イ
レ
デ
ン
テ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、
ア
ル
プ
ス
の
分
水
嶺
で
あ
る
ブ
レ
ソ
ナ
ー
峠
を
「
自
然
国
境
」
と
し
、
イ
タ
リ
ア
の
「
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

理
的
一
体
性
」
を
強
調
し
た
。
そ
の
主
張
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
支
配
下
に
あ
っ
た
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
が
、
第
一
次
大
戦
後
に
ブ
レ
ソ
ナ
ー

峠
以
北
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
、
以
南
は
イ
タ
リ
ア
領
へ
と
分
割
さ
れ
た
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
。
だ
が
こ
の
と
き
、
ド
イ
ツ
語
系
住
民
が
多
数
を

占
め
る
地
域
ま
で
も
が
イ
タ
リ
ア
に
編
入
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
語
系
住
民
は
、
イ
タ
リ
ア
に
併
合
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
系
地
域
を
「
南

テ
ィ
ロ
ー
ル
ω
巳
貯
○
ご
と
呼
び
、
こ
れ
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
テ
ィ
ロ
ー
ル
州
に
統
合
す
る
た
め
の
運
動
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
問
題
」
は
、
第
二
次
大
戦
後
も
継
続
し
た
。
だ
が
、
「
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
に
、
～

定
の
自
治
権
が
与
え
ら
れ
、
ド
イ
ツ
語
と
イ
タ
リ
ア
語
の
同
格
化
が
実
現
し
た
こ
と
で
、
七
〇
年
代
以
降
、
情
勢
は
安
定
化
に
向
か
う
。
ま
た
、

九
〇
年
代
以
降
、
か
つ
て
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
を
構
成
し
て
い
た
自
治
体
は
、
国
境
を
越
え
た
地
域
協
力
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、
テ
ィ

ロ
ー
ル
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
架
け
橋
」
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
「
文
化
と
言
語
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
南
部
と
中
部
の
問
の
」
出
会
い
の
場
で

あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
自
己
定
義
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
拡
大
と
深
化
を
受
け
て
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
「
地
域
」
と
し
て
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
再
構
築
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
複
数
の
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

語
・
民
族
の
出
会
い
の
場
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
民
族
共
存
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
狙
い
も
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
以
降
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
で
は
、
「
境
界
」
や
「
地
域
」
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
が
、
常
に
問
題
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

た
。
こ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
語
系
の
研
究
者
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
「
一
体
性
」
と
「
ド
イ
ツ
性
」
を
強
調
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
九
〇

年
代
以
降
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
「
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
情
勢
の
安
定
化
に
加
え
、
「
境
界
」
に
関
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す
る
研
究
の
発
展
が
あ
っ
た
。

　
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合

の
進
展
や
経
済
・
環
境
問
題

の
地
球
規
模
化
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
い
や
む
し
ろ
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
境
界
」
を

め
ぐ
る
問
題
が
先
鋭
化
し
て

い
る
。
そ
の
際
、
文
化
や

「
民
族
」
を
基
準
と
し
た
線

引
き
や
排
除
の
論
理
が
、
い

っ
そ
う
影
響
力
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、

「
境
界
地
域
」
に
関
す
る
研

究
が
活
発
化
し
、
自
然
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
不
動
の
も

の
と
し
て
「
境
界
」
を
捉
え

る
の
で
は
な
く
、
「
境
界
」

を
引
く
人
々
の
認
識
が
注
目

　
　
　
　
　
　
　
　
④

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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こ
う
し
た
動
向
を
念
頭
に
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
「
地
域
」
・
「
境
界
」
認
識
に
取
り
組
ん
だ
最
近
の
研
究
が
、
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語

系
と
イ
タ
リ
ア
語
系
の
研
究
者
の
相
互
対
話
・
協
力
を
目
指
し
て
、
一
九
九
二
年
か
ら
発
刊
さ
れ
て
い
る
雑
誌
『
歴
史
と
地
域
』
は
、
二
〇
〇

〇
年
に
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
ー
ト
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
　
あ
る
概
念
の
歴
史
」
と
題
す
る
特
集
を
組
ん
だ
。
こ
こ
に
寄
せ
ら
れ
た
諸
論
文
は
、
「
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ロ
ー
ル
」
や
「
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
な
ど
の
地
域
名
称
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
範
囲
が
時
代
を
追
っ
て
変
動
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
次
に
、
二
〇
〇

一
年
の
シ
ュ
タ
ウ
バ
ー
の
考
察
は
、
一
七
五
〇
年
か
ら
一
八
二
〇
年
に
か
け
て
の
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
。
こ
れ
は
、
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ロ
ー
ル
を
二
つ
の
「
地
域
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
捉
え
る
傾
向
が
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
強
ま
っ
た
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
た
だ
し
、
シ
ュ
タ

ウ
バ
！
の
分
析
は
、
イ
タ
リ
ア
語
系
エ
リ
ー
ト
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
地
域
と
歴
史
撫
の
特
集
は
、
地
域
概
念
の
成
立
・
変
遷
を
、

註
を
付
け
る
こ
と
な
く
通
時
的
に
叙
述
す
る
に
と
ど
ま
る
。
実
証
性
よ
り
も
、
「
地
域
」
の
枠
組
み
を
絶
対
視
す
る
従
来
の
考
え
方
を
問
い
直

し
、
議
論
を
喚
起
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
た
め
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
地
域
概
念
に
関
す
る
考
察
が
そ
の
後
は
あ

ら
わ
れ
ず
、
議
論
が
継
続
さ
れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
で
は
～
七
世
紀
に
成
立
し
、
一
八
世
紀
後
半
に
多
く
の
作
品
が
あ
ら
わ
れ
た
領
掌
に
関
す
る

地
誌
、
す
な
わ
ち
領
邦
誌
ピ
き
餌
①
ω
げ
Φ
ω
。
訂
①
ま
暮
σ
q
で
あ
る
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
枠
組
み
を
自
明
視
す
る
従
来
の
研
究
は
、
領
邦
誌
を
、
当
時
の

状
況
を
伝
え
る
史
料
か
、
あ
る
い
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
お
け
る
歴
史
学
、
地
理
学
な
ど
の
学
問
の
発
展
を
示
す
も
の
と
し
て
扱
う
の
み
で
あ
っ

⑦た
。
「
地
域
」
・
「
境
界
」
認
識
を
問
題
と
す
る
近
年
の
研
究
で
も
、
領
邦
誌
が
十
分
に
考
察
さ
れ
て
き
た
と
は
飼
い
が
た
い
。
だ
が
、
領
心
耳

の
分
析
対
象
と
し
て
の
利
点
は
、
以
下
の
二
点
に
あ
る
。

　
第
一
に
、
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
い
た
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
軽
爆
誌
は
、
史
料
・
情
報
を
収
集
で
き
た
貴
族
、
知
識
人
、
官
僚
に
よ
っ
て
担
わ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
先
行
す
る
作
品
を
参
照
す
る
の
が
常
で
あ
り
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
研
究
し
た
人
物
や
、
そ
の
著
作
を
読
み
、
こ
れ
に
関

す
る
議
論
に
参
加
で
き
た
ド
イ
ツ
語
系
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、
領
邦
誌
に
記
述
さ
れ
た
情
報
を
共
有
し
て
い
た
。
よ
っ
て
領
邦
誌
は
、
当
時
の
ド

イ
ツ
語
系
エ
リ
ー
ト
の
「
地
域
」
・
「
境
界
」
認
識
を
探
る
絶
好
の
材
料
だ
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
あ
る
空
間
の
描
写
の
さ
れ
方
や
、
「
地
域
」
・
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③

「
境
界
」
を
設
定
す
る
基
準
は
、
当
時
の
知
の
あ
り
方
や
心
性
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
な
る
。

　
第
二
に
、
領
邦
誌
の
検
討
は
、
ド
イ
ツ
語
系
エ
リ
ー
ト
の
「
地
域
」
・
「
境
界
」
認
識
の
変
化
と
、
そ
の
背
景
を
明
確
に
す
る
の
に
も
適
し
て

い
る
。
『
歴
史
と
地
域
』
の
諸
論
文
は
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
「
ド
イ
ツ
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
、
「
イ
タ
リ
ア
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
、
「
北
部
テ
ィ
ロ
ー

ル
」
、
「
南
部
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
と
い
っ
た
概
念
が
登
場
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
だ
が
、
当
時
の
行
政
区
の
変
動
や
、
地
図
、
旅
行
記
と
い
っ
た

性
格
の
異
な
る
事
柄
を
、
目
的
や
担
い
手
の
相
違
に
注
意
す
る
こ
と
な
く
史
料
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
「
地
域
」
を
区
分
す
る
考
え
方
が

生
じ
た
文
脈
が
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
と
り
あ
げ
る
史
料
の
種
類
が
一
貫
し
て
い
な
い
た
め
、
「
地
域
」
・
「
境
界
」
認
識
の
変
化
を
系
統
立
て

て
説
明
で
き
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
一
七
世
紀
に
出
現
し
一
八
世
紀
に
活
況
を
呈
し
た
領
邦
誌
に
考
察
を
絞
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
語
系
エ

リ
ー
ト
の
認
識
を
、
時
代
を
追
い
な
が
ら
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
第
～
章
で
、
第
二
誌
の
著
者
、
執
筆
の
動
機
、
問
題
関
心
を
整
理
し
、
当
時
の
ド
イ
ツ
語
系
エ
リ
ー
ト
が
何
に
注
目

し
て
「
地
域
」
を
描
い
て
い
た
か
を
探
る
。
第
二
章
で
は
、
領
邦
誌
が
、
「
地
域
」
や
「
境
界
」
を
ど
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
た
の
か
に
焦
点

を
合
わ
せ
る
。
以
上
を
通
じ
て
、
あ
る
空
間
が
一
つ
の
「
地
域
」
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
く
過
程
や
、
「
境
界
」
認
識
の
多
様
性
と
流
動
性
を

明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

①
犠
8
鼠
降
ρ
ζ
．
甲
、
瞬
Φ
三
§
陣
。
Φ
賦
㊦
薮
留
一
：
塁
お
践
簿
。
藍
⑦
茜
｛
H
m
9
δ
Φ

　
客
。
く
。
。
8
簿
『
岸
島
げ
跨
郵
。
ω
目
口
。
ヨ
Φ
．
．
ゴ
Φ
簿
ぎ
。
、
、
．
ド
Q
跨
ぎ
§
結
§
ミ
肉
憩
§
ト
＼

　
勲
ミ
貯
鴨
、
轟
、
§
鴨
（
以
下
、
O
沁
鶏
）
㊤
（
邸
O
O
O
ご
幻
。
ヨ
①
P
O
ご
．
、
口
ゆ
環
諺
Φ

　
食
・
臣
、
o
旨
げ
茜
伽
Φ
一
。
霧
け
Φ
＝
ρ
H
一
8
零
⑦
露
。
象
．
、
≧
8
》
島
σ
Q
Φ
、
、
．
、
》
Q
沁
覧
O
（
卜
⊃
O
O
O
ソ

②
佐
久
間
大
介
コ
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
お
け
る

　
「
地
域
」
と
「
境
界
」
」
讐
二
世
紀
O
O
団
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代

　
の
多
7
5
的
入
文
学
の
拠
点
形
成
扁
第
二
圓
報
告
書
㎞
、
二
〇
〇
四
年
（
以
下
、
「
テ

　
イ
ロ
ー
ル
に
お
け
る
「
地
域
」
と
「
境
界
」
」
）
、
三
〇
七
…
三
〇
八
頁
。

③
　
O
o
一
p
い
．
Y
．
頃
Φ
導
く
8
国
自
。
℃
騨
噌
↓
国
忌
2
｝
貯
H
三
①
ω
o
｛
↓
一
δ
一
一
き

　
聞
忽
。
ユ
。
σ
q
籟
9
《
、
一
N
瓢
旨
旨
鳶
q
自
己
卜
⊃
G
。
（
一
8
①
ソ

④
短
げ
①
が
”
G
乱
舞
舞
戸
ご
ご
’
（
国
α
q
．
ア
隠
、
鴨
ミ
ミ
譜
、
O
§
西
田
1
§
§
忌
昏
、

　
Q
、
§
塁
≦
臼
N
σ
霞
σ
q
レ
リ
O
伊
．
ラ
イ
ン
河
を
め
ぐ
る
独
仏
間
の
舛
立
が
激
化
し
た
～

　
九
三
〇
年
代
に
、
リ
ュ
シ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ヴ
ル
は
、
ラ
イ
ン
河
と
そ
の
周
辺
地
域

　
の
歴
史
を
扱
っ
た
著
作
を
発
表
し
た
。
こ
こ
で
は
既
に
、
あ
ら
ゆ
る
「
境
界
」
は

　
自
然
で
は
な
く
人
間
が
設
定
し
た
も
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
簗
二
次
大
戦
後

　
に
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
た
こ
の
作
晶
が
、
一
九
九
四
年
に
ド
イ
ツ
語
訳
さ

　
れ
た
の
は
、
「
境
界
」
を
め
ぐ
る
人
々
の
認
識
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
あ

　
ら
わ
れ
だ
と
言
え
る
。
凋
Φ
び
≦
ρ
ゼ
じ
b
含
量
隷
註
§
駄
偽
§
ミ
象
逡
ミ
9
黄
ゲ
σ
q
G
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¢
げ
臼
給
叶
§
F
日
蹄
Φ
ぎ
Φ
ヨ
忍
男
〇
ヲ
〈
o
ほ
く
o
o
℃
Φ
8
目
ω
簿
霧
海
｝
Φ
さ
閏
H
碧
謀
自
7
署
Φ
毛

　
団
。
噌
r
一
り
り
餅

⑤
本
稿
で
は
、
註
①
で
既
に
あ
げ
た
論
文
の
他
に
、
以
下
を
参
照
し
た
。

　
甲
雪
牙
感
9
斜
内
こ
．
．
曽
岩
登
。
論
旨
Φ
冨
鼠
8
冨
甲
α
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①
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α
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．
（
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Ψ
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ω
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σ
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ω
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寓
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象
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昂
≦
聾
浮
二
戸
、
、
甲
b
ミ
勲
ミ
鴨
§
ご
（
搭
O
刈
）
一
い
①
己
ぎ
四
F
＞
こ

　
．
ピ
碧
号
の
蒼
巳
Φ
巨
匹
U
四
二
Φ
ω
げ
ω
ω
o
年
蝕
げ
毒
σ
q
ぎ
麟
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鴨
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り
寄
、
§
ミ
§
§
鷺
き

　
譜
恥
§
き
貯
、
卜
§
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恥
ミ
ミ
疑
ミ
防
専
、
ミ
、
～
§
量
的
ミ
刈
○
。
（
6
り
。
。
Y

⑧
空
間
を
分
割
す
る
考
え
方
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
そ
の
背
後
に
あ
る
祉
会
認

　
識
を
探
ろ
う
と
し
た
有
益
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
シ
ャ
ル
チ
エ
，
ロ
ジ
ェ
（
天

　
野
千
恵
子
訳
）
門
サ
ン
目
マ
ロ
・
ジ
ェ
ネ
ー
ヴ
線
」
ノ
ラ
，
ピ
エ
ー
ル
編
（
谷
川

　
稔
監
訳
）
噸
記
憶
の
場
ー
フ
ラ
ン
ス
国
民
意
識
の
文
化
口
社
会
史
第
一
巻

　
対
立
隔
岩
波
書
膚
、
二
〇
〇
二
年
。
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領
邦
誌
の
性
格

（…

j
　
領
邦
誌
の
成
立

　
本
章
で
は
、
領
寒
熱
の
性
格
を
、
作
者
と
執
筆
の
動
機
・
問
題
関
心
な
ど
を
中
心
に
し
て
説
明
す
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
語
系
エ

リ
ー
ト
が
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
と
い
う
「
地
域
」
に
つ
い
て
語
る
際
、
い
か
な
る
要
素
を
重
視
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
の
背
後
に
は
、
ど
の
よ
う

な
知
的
潮
流
が
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
一
七
世
紀
初
頭
に
著
さ
れ
た
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
年
代
記
』
と
ブ
ル
ク
レ
ヒ
ナ
ー
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
鷲
』
は
、
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

イ
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
情
報
を
も
り
こ
ん
だ
画
期
的
な
作
曲
と
さ
れ
て
い
る
。
～
方
、
一
六
七
八
年
に
出
版
さ
れ
た
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
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④

の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
鷲
の
栄
冠
』
は
、
先
行
す
る
作
品
に
ほ
と
ん
ど
依
拠
す
る
も
の
で
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
少
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

の
領
邦
誌
が
、
手
稿
や
そ
の
写
本
の
形
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
鷲
の
栄
冠
隠
は
、
初
め
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

り
、
後
世
に
与
え
た
影
響
は
無
視
で
き
な
い
。

　
以
上
の
三
作
品
の
特
徴
と
し
て
は
、
貴
族
的
な
性
格
の
強
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
著
者
は
、
い
ず
れ
も
テ
ィ
ロ
ー
ル
貴
族
で
あ
り
、

特
に
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
は
大
貴
族
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
貴
族
の
紋
章
や
系
図
、
所
領
に
つ
い
て
、
か
な
り
の
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

量
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
は
、
一
八
世
紀
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
七
世
紀
の
隣
邦
誌
の
第
二
の
特
徴
は
、
反
中
央
・
反
君
主
の
性
格
が
弱
い
こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
支
配
下

に
あ
っ
た
が
、
他
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
諸
邦
で
も
、
邦
銀
誌
は
執
筆
さ
れ
て
い
た
。
他
領
邦
の
領
邦
誌
は
、
君
主
に
対
抗
し
、
諸
身
分
曽
ぎ
号

の
側
の
主
張
を
正
当
化
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
が
、
当
時
の
諸
邦
諸
身
分
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
貴
族
が
大
き

な
影
響
力
を
有
し
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
君
主
と
対
立
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
場
合
、
カ
ト
リ
ッ

ク
の
貴
族
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
た
め
、
君
主
と
諸
身
分
と
の
関
係
に
お
い
て
、
宗
派
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
領
愚
説
が
、

他
と
比
べ
て
、
君
主
と
対
立
的
で
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
領
邦
誌
の
担
い
手
や
後
援
者
の
問
題
も
あ
っ
た
。
他
の
素
面
の
場
合
、
諸
身
分

の
財
政
支
援
と
監
督
の
下
で
、
領
邦
誌
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
一
方
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
領
邦
誌
作
者
、
ブ
ル
ク
レ
ヒ
ナ
ー
と
ブ
ラ

ン
デ
ィ
ス
は
、
慰
主
の
官
僚
で
あ
っ
た
。
特
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
執
筆
活
動
は
、
君
主
の
後
援
を
受
け
て
お
り
、
実
現
は
し
な
か
っ
た
も
の

の
、
君
主
の
財
政
支
援
に
よ
っ
て
出
版
す
る
こ
と
も
意
図
し
て
い
た
。
ブ
ル
ク
レ
ヒ
ナ
ー
や
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
と
は
違
い
、
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
は
君
主
の
官
僚
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
大
貴
族
で
あ
っ
た
彼
は
、
所
領
に
引
き
こ
も
っ
て
自
力
で
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
諸
身
分
の
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
ら
の
援
助
を
必
要
と
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
次
に
、
一
七
世
紀
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
領
邦
誌
作
者
が
、
い
か
な
る
動
機
で
、
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
か
を
見
て
み
よ
う
。

　
領
邦
形
成
が
他
よ
り
も
遅
れ
た
テ
ィ
ロ
ー
ル
で
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
み
を
対
象
と
し
た
歴
史
叙
述
が
、
中
世
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
ら
わ
れ
な
か
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⑧つ

た
。
こ
う
し
た
状
況
の
認
識
が
、
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
た
。
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
年

代
記
隔
執
筆
の
理
由
を
、
「
我
が
愛
す
る
祖
国
く
鴇
Φ
H
一
き
島
を
称
え
る
た
め
で
あ
る
と
言
う
。
そ
の
際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
王
国
や

聖
業
が
自
ら
の
年
代
記
や
歴
史
書
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
テ
ィ
ロ
ー
ル
は
、
他
に
比
べ
て
も
多
く
の
利
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
ず
、
年
代
記
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
な
お
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
も
同
様
に
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
「
祖
国
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
ブ
ル
ク
レ
ヒ
ナ
ー
の
著
作
に
は
、
「
祖
国
」
と
い
う
表
現
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
他
と
は
区
別
さ
れ
る
空
間
と
し
て

描
く
姿
勢
は
明
確
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
レ
ヒ
ナ
ー
は
、
多
く
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
地
図
を
作
成
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
一
六
・
一
七
世
紀
に
ア

ル
プ
ス
以
北
で
作
成
さ
れ
た
テ
ィ
ロ
ー
ル
地
図
に
お
い
て
は
、
通
常
、
領
塁
間
の
境
界
線
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
ブ
ル
ク
レ

ヒ
ナ
ー
が
一
六
〇
八
年
に
作
成
し
た
地
図
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
輪
郭
が
明
確
に
線
引
き
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
地
図
作
成
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、

隣
接
す
る
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
の
境
界
問
題
に
つ
い
て
の
協
議
に
、
官
僚
と
し
て
関
わ
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

一
六
〇
八
年
の
地
図
は
、
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
鷲
』
の
原
型
と
な
っ
た
作
品
の
付
録
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
領
邦
誌
の
成
立
は
、
領
邦
を
他
と
は
区
別
さ
れ
る
～
つ
の
「
祖
国
」
と
捉
え
る
認
識
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
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（…

c）

@
領
邦
誌
の
隆
盛
と
目
的
の
多
様
化

　
一
七
世
紀
に
登
場
し
た
領
邦
誌
は
、
一
八
世
紀
に
は
最
盛
期
を
迎
え
、
多
く
の
作
品
が
著
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
君
主
へ
の
報
皆
書
と
し
て

作
成
さ
れ
た
も
の
と
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
状
況
を
内
外
に
伝
え
る
た
め
に
出
版
さ
れ
た
も
の
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
前
者
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
一
七
一
一
　
年
頃
に
書
か
れ
た
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
の
所
見
』
、
～
七
六
〇
年
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
要
領
誌
』
、
そ
し
て
、
一
七
七
九
年
頃
の
噛
テ
ィ
ロ
ー
ル
誌
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
以
上
は
、
い
ず
れ
も
君
主
へ
の
報
告
書
と

し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
調
は
、
執
筆
者
の
立
場
を
反
映
し
て
、
相
違
が
生
じ
て
い
た
。
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
と
は
、
領
事
議
会
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な
ど
の
機
関
に
参
加
す
る
特
権
を
持
つ
身
分
集
団
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
の
所
見
』
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
状
況
を

君
主
に
伝
え
、
そ
れ
に
応
じ
た
統
治
を
君
主
に
求
め
る
た
め
に
、
諸
身
分
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
領
邦
特

権
を
列
挙
し
、
そ
の
維
持
を
要
求
す
る
嘆
願
書
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
一
方
、
一
七
六
〇
年
頃
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
誌
』
は
、
チ
ェ
ス
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
い
う
テ
ィ
ロ
ー
ル
貴
族
の
手
に
よ
る
も
の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
彼
は
、
君
主
の
官
僚
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。
ま
た
、
後
世
の
文
書
館
員
に

よ
れ
ば
、
一
七
七
九
年
頃
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
誌
』
は
、
皇
帝
ヨ
ー
ゼ
フ
軍
学
に
提
出
す
る
た
め
に
、
あ
る
軍
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
し
た

が
っ
て
、
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
誌
』
と
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
誌
』
は
、
君
主
の
中
央
集
権
的
政
策
に
対
し
て
も
好
意
的
な
評
価
を
下
し
て
い
た
。

　
た
だ
し
、
以
上
の
～
八
世
紀
の
領
邦
誌
は
、
国
者
、
税
制
、
軍
制
、
そ
し
て
産
業
な
ど
と
い
っ
た
、
欝
欝
統
治
・
行
政
に
必
要
な
情
報
に
重

心
を
置
く
点
で
共
通
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
が
、
君
主
に
提
出
す
る
と
い
う
実
用
的
な
動
機
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
、
～
八
世
紀
に
は
、
国
庫
主
義
囚
9
ヨ
①
邑
一
ω
ヨ
器
や
統
計
学
が
流
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
版
重
商
主
義
と
も
説
明
さ
れ
る

国
庫
主
義
は
、
国
内
の
産
業
・
農
業
の
振
興
に
よ
っ
て
国
庫
の
充
実
を
図
る
。
ま
た
、
人
口
の
増
大
は
、
国
力
に
直
結
す
る
と
見
な
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
国
庫
主
義
の
思
想
と
関
連
し
て
、
統
計
学
も
発
展
し
た
。
こ
の
結
果
、
当
時
の
官
僚
や
学
者
は
、
人
目
や
産
業
、
農
業
を
よ
り
正
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
、
で
き
れ
ば
数
値
に
基
づ
い
て
把
握
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
世
紀
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
領
邦
誌
で
も
、
人
口
、
農
工
業
、

通
商
に
関
す
る
旦
ハ
体
的
な
記
述
が
増
加
し
て
い
る
。
特
に
、
一
七
六
〇
年
頃
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
誌
』
は
、
人
口
を
記
載
し
た
は
じ
め
て
の

領
邦
誌
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
具
体
的
・
実
用
的
な
描
写
が
行
わ
れ
て
い
る
点
で
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
単
純
に
称
揚
す
る
こ
と
に
終
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

し
て
い
た
一
七
世
紀
の
作
品
と
は
明
確
な
対
照
を
成
し
て
い
た
。

　
次
に
、
出
版
を
前
提
と
し
た
第
二
の
タ
イ
プ
の
領
邦
誌
を
見
て
み
よ
う
。
よ
り
広
範
な
読
者
層
を
対
象
と
す
る
領
邦
誌
の
出
現
は
、
当
時
の

エ
リ
ー
ト
の
知
的
潮
流
を
背
景
と
し
て
い
る
。
　
八
世
紀
前
半
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
で
は
、
学
問
に
関
心
を
持
つ
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
交
流
の
結
節
点

が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
が
、
大
貴
族
、
聖
職
者
、
教
養
人
に
よ
る
私
的
な
サ
ー
ク
ル
と
し
て
、
主
都
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
で
結
成
さ
れ
た
ア
カ
デ

ミ
ー
で
あ
る
。
会
合
で
は
、
メ
ン
バ
ー
が
自
ら
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
報
告
を
行
っ
た
が
、
そ
の
内
容
の
大
部
分
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
歴
史
、
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⑱

地
理
、
文
学
に
関
す
る
も
の
が
占
め
て
い
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
成
立
と
活
動
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
対
す
る
エ
リ
ー
ト
の
関
心
の

高
ま
り
を
示
す
も
の
だ
と
言
え
る
。

　
た
だ
し
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
、
な
い
し
は
そ
の
ド
イ
ツ
語
系
地
域
に
限
定
し
た
文
脈
で
、
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
性
格
を
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
｛
八
世
紀
中
盤
に
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
イ
タ
リ
ア
語
系
地
域
の
中
心
都
市
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
で
も
、
同
様
の
ア
カ
デ
ミ
ー
が
設
立
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
と
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
は
盛
ん
な
交
流
が
あ
り
、
お
互
い
に
会
員
も
共
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク

帝
国
の
初
期
啓
蒙
主
義
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
か
ら
の
影
響
を
重
視
し
た
ズ
ラ
ビ
ン
ガ
ー
は
、
イ
タ
リ
ア
の
学
者
ム
ラ
ト
ー
リ
と
密
接
な
関
係
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
㊧

あ
っ
た
機
関
と
し
て
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
や
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
と
と
も
に
、
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
の
ア
カ
デ
ミ
ー
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

べ
き
は
、
会
合
で
の
発
表
が
、
ラ
テ
ン
語
で
行
わ
れ
る
の
が
通
例
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
同
種
の
ア
カ
デ
ミ
ー
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
の
ア
カ
デ
ミ
ー
が
、
領
邦
、

国
家
、
「
民
族
」
の
枠
を
超
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
し
て
お
り
、
国
際
的
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
ま
り
、
当
時
の
知
識
人
に
共
有
さ
れ
る
「
文
芸
共
和
国
」
に
、
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
の
ア
カ
デ
ミ
ー
も
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
テ
ィ
ロ
ー

ル
と
い
う
「
地
域
」
に
対
す
る
関
心
は
、
こ
う
し
た
「
境
界
」
を
越
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
メ
ン
バ
ー
は
、
ど
う
い
つ
だ
問
題
関
心
か
ら
、
テ
イ
ロ
ー
ル
に
関
す
る
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
い
く
つ
か
の
図
書
館
で
勤
務
す
る
か
た
わ
ら
、
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
も
主
要
な
役
翻
を
果
た
し
て
い
た
ア
ン
ト
ン
・
ロ

　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

シ
ュ
マ
ン
は
、
自
ら
の
研
究
の
目
的
を
、
「
祖
国
剛
蝉
ぎ
餌
（
阿
く
鋤
§
㌶
巳
）
」
に
益
す
る
た
め
と
述
べ
て
い
た
。
一
七
四
〇
年
に
は
、
『
テ
ィ

ロ
ー
ル
窪
窪
小
誌
』
と
題
す
る
領
邦
誌
を
発
表
し
た
が
、
執
筆
の
目
的
と
し
て
、
従
来
の
領
叢
誌
の
多
く
が
「
外
国
人
》
酢
辛
注
Φ
に
の
手
に

な
る
も
の
で
、
正
確
性
に
欠
け
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
シ
ュ
マ
ン
が
領
髪
誌
に
取
り
組
ん
だ
意
図
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の

状
況
を
内
外
に
正
確
に
伝
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ン
ト
ン
の
息
子
カ
ッ
シ
ア
ン
も
、
父
と
同
様
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
関
す
る
研
究
に
従
事
し
た
。
そ
し
て
、
歴
史
に
重
点
を
置
き
つ
つ
も
、
地
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理
や
植
生
な
ど
も
取
り
扱
っ
た
二
つ
の
領
父
母
を
出
版
し
て
い
る
。
ま
ず
、
一
七
七
八
年
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
承
』
の
目
的
は
、
ハ
プ
ス
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ル
ク
諸
邦
で
学
ぶ
若
者
が
使
用
す
る
た
め
と
、
副
題
で
述
べ
て
い
る
。
～
七
九
二
年
に
第
一
巻
、
一
八
〇
三
年
に
第
二
巻
が
出
版
さ
れ
た
『
テ

ィ
ロ
ー
ル
史
廓
は
、
「
ド
イ
ツ
の
帝
国
史
」
の
た
め
に
、
ま
ず
個
々
の
「
地
方
℃
δ
＜
貯
N
」
の
歴
史
を
書
く
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
テ
ィ
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ル
を
取
り
あ
げ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ロ
シ
ュ
マ
ン
親
子
の
作
品
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
外
の
読
者
を
も
視
野
に
入
れ
た
も
の
だ
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

　
一
七
世
紀
に
お
け
る
領
邦
誌
の
成
立
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
と
い
う
属
島
を
、
他
と
は
異
な
る
一
つ
の
単
位
と
し
て
捉
え
る
認
識
が
出
現
し
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
領
邦
誌
の
担
い
手
は
、
貴
族
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
貴
族
の
紋
章
や
系
図
、
所
領
に
記
述
の
重
点
が
置
か
れ

て
い
た
。
ま
た
、
出
版
さ
れ
た
も
の
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
領
邦
誌
の
読
者
層
は
、
限
ら
れ
た
も
の
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
。
だ
が
、
多
く
の
作
品
が
あ
ら
わ
れ
た
一
八
世
紀
に
は
、
領
野
誌
の
性
格
も
変
化
す
る
。
ま
ず
、
無
主
へ
の
報
告
書
と
し
て
作
成
さ

れ
た
も
の
は
、
実
用
的
な
問
題
関
心
に
基
づ
い
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
産
業
や
人
口
な
ど
、
具
体
的
な
デ
ー
タ
が
増
加
し
た
。
ま
た
、

れ
た
領
二
丈
は
、
よ
り
広
範
な
読
者
層
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
外
部
の
読
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。

①
こ
の
作
品
は
、
『
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
領
邦
誌
睡
と
い
う
題
名
で
、
｝
九
三
六
年
に

　
初
め
て
出
版
さ
れ
た
。
だ
が
、
作
者
自
身
は
、
こ
れ
を
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
年
代
記
輪

　
と
呼
ん
で
い
る
た
め
、
本
稿
も
こ
れ
に
し
た
が
う
。
出
版
の
際
に
は
、
編
者
に
よ

　
る
解
説
や
、
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
門
年
代
記
隔
の
構
成
や
意
図
に
つ
い
て

　
記
し
た
手
紙
も
付
け
加
え
ら
れ
た
。
本
稿
の
記
述
は
、
こ
れ
ら
も
参
照
し
て
い
る
。

　
≦
o
賊
臣
。
。
轡
蝕
P
ζ
■
ω
．
＜
‘
卜
職
、
N
会
議
逡
当
無
ぴ
§
α
q
q
§
い
§
等
窯
く
Φ
臥
餌
ご
。
樽
信
ヨ

　
一
8
ρ
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ω
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鉱
ω
習
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山
雰
出
p
巴
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財
歎
〔
窪
颪
．
＜
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Φ
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Φ
H
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げ
Φ
帥
房
σ
Q
Φ
ヨ
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㌣

　
。
・
o
ぴ
9
浄
＜
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昌
霊
諺
び
旨
。
三
十
鳳
置
δ
H
野
①
ヨ
曽
冒
篇
げ
毎
。
｝
r
一
り
ω
①
「

②
康
H
2
臼
じ
雪
忌
。
。
ヨ
話
窪
諺
哨
Φ
匪
霊
巳
2
ヨ
（
以
下
、
↓
ピ
鋒
℃
γ
男
臼
島
嵩
甲

　
島
Φ
目
ヨ
。
・
謀
げ
一
一
〇
子
①
7
（
以
下
、
男
じ
d
）
卜
。
O
り
甲
卜
。
目
O
一
曽
竃
．
じ
d
霞
σ
q
一
①
。
ぎ
。
崩
厩
δ
一
一
ω
・

　
o
げ
Φ
鐸
〉
巳
2
。
・
．
ブ
ル
ク
レ
ヒ
ナ
ー
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
力
寡
σ
q
σ
q
Φ
斜
び
■
”

出
版
さ

　
．
．
《
簿
［
ピ
帥
ω
じ
ご
霞
α
Q
匹
⑱
o
ご
碧
、
ド
凄
謎
き
ミ
餐
、
N
§
へ
窪
ぽ
ミ
ミ
、
N
鷺
陸
地
ミ
勲
逡
ミ
q
ミ
笥

　
S
ご
び
ミ
ミ
5
㌧
§
，
N
聴
嘆
G
◎
（
一
り
O
①
y
膳
（
ド
O
O
ご
9

③
円
σ
Q
σ
q
Φ
r
§
ミ
甲
ω
」
①
ム
ω
　
護
ω
。
・
一
話
甲
魯
ミ
w
ψ
G
。
O
黛
冨
窪
ヨ
p
F
§
ミ
》

　
ω
’
①
－
メ

④
ご
d
鑓
鼠
昼
行
》
．
〈
3
b
跳
凝
・
ミ
§
§
出
動
麸
§
§
馬
・
讐
§
§
憂
§
・
§
・

　
き
爲
ミ
慈
N
昏
脳
じ
d
g
N
①
戸
回
①
刈
。
◎
．
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
に
つ
い
て
は
、
国
σ
Q
α
q
Φ
び
愚
・
織
賛

　
ω
．
O
O
よ
一
も
参
照
。

⑤
し
か
も
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
の
作
品
は
、
一
七
五
九
年
に
以
下
の
タ
イ
ト
ル
で
再

　
販
さ
れ
て
い
る
。
b
d
H
自
象
ρ
因
ミ
蕊
O
題
q
ミ
ら
》
尉
穗
、
讐
麸
、
ミ
§
9
暮
簿
ミ

　
§
d
卜
貿
§
き
恥
§
一
寒
』
蔦
ミ
、
急
§
ミ
劃
§
、
暮
N
簿
§
ヒ
づ
免
浮
鴨
こ
琶
9
ミ
N
自
警
ミ
隔
匙
ミ
ミ
偽

　
賦
ミ
、
罎
ミ
曇
鳳
§
涛
轟
～
ミ
，
ミ
悪
醤
譜
、
，
肉
謎
ぎ
謎
§
q
§
Q
題
鷺
こ
・
町
罫
卜
⊃
↓
Φ
臨
ρ
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寄
奉
島
こ
ぎ
q
q
ω
び
自
α
q
－
騨
p
G
。
び
議
σ
q
σ
Q
仏
δ
ρ

⑥
バ
ロ
ッ
ク
期
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
諸
邦
の
歴
史
叙
述
を
分
析
し
た
コ
レ
ト
も
、
当

　
時
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
領
邦
誌
が
貴
族
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
お
り
、
系
図
学
に
大
き
な

　
関
心
が
は
ら
わ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
O
o
H
Φ
費
》
ご
9
§
・
、
葭
，
ら
ミ
鴇
ぎ

　
Q
§
ぎ
ぎ
慧
、
，
§
§
α
q
註
§
，
b
嚇
§
，
8
薄
ミ
貸
亀
㌣
N
ミ
9
≦
δ
p
払
㊤
笥
ρ
ω
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し
。
伊

⑦
G
。
ぎ
げ
琴
冨
が
〉
こ
．
、
り
如
σ
｛
冨
畠
Φ
．
．
§
恥
】
敦
貯
蝕
ω
。
訂
．
．
○
霧
。
ヨ
。
年
甲

　
8
町
①
ぴ
慧
㈹
巴
ω
ぼ
。
・
8
ユ
。
α
Q
§
♂
σ
q
霧
。
三
。
窪
坤
。
冨
囚
象
Φ
σ
q
9
㊦
『
掌
①

　
蝉
三
餌
鼠
曾
ぎ
峯
麟
巳
§
｝
讐
H
訂
巳
①
H
鴨
．
魑
9
§
，
・
§
ミ
謡
Q
§
ぎ
ぎ
§
織

　
卜
§
ミ
ミ
ミ
牒
9
冬
，
§
ぎ
＆
（
卜
∂
O
O
卜
⊃
）
．

⑧
じ
d
冠
民
。
。
憂
目
①
さ
魯
亀
．
計
ω
．
8
心
誤

⑨
薯
。
節
①
繋
辞
Φ
旦
§
象
．
野
ω
．
b
。
①
山
メ
。
。
し
。
6
窃
■

⑩
し
d
安
閑
グ
魯
禽
，
計
ω
．
ω
曽
ご
メ
ト
。
卜
⊃
り
る
ω
膳
■

⑪
㌘
目
σ
q
σ
q
p
§
ミ
λ
6
0
畷
）
w
ω
．
。
。
。
。
∴
8
る
欝
暮
Φ
斜
N
ミ
N
ミ
謝
ミ
舞
ω
■
c
。
G
。
山
㊤
．

⑫
頃
じ
d
雪
O
ρ
ご
H
。
房
簿
雲
霞
6
。
。
訂
窪
9
Φ
ω
曾
欝
。
鐸
2
毛
Φ
汀
冨
。
。
鎚
臣
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園
契
｝
．
竃
章
く
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昌
巴
器
＝
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ぴ
一
8
ぴ
ぞ
δ
ピ
即
巳
。
。
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津
均
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緊
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尋
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ω
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＜
・
誉
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ω
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♂
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融
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．
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押
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。
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蜘
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．
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①
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葱
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⑬
　
ア
ン
ト
ン
・
ロ
シ
ュ
マ
ン
の
研
究
分
野
は
、
歴
史
、
地
理
、
美
術
、
自
然
科
学

　
な
ど
と
広
範
囲
に
及
ぶ
。
特
に
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
古
代
学
の
父
で
あ
り
、
さ
ら
に

　
は
「
祖
国
く
無
⑦
蕾
巳
」
の
歴
史
学
と
地
理
学
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
と
い
う
点

　
で
、
後
世
の
評
価
は
一
致
し
て
い
る
。
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は
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冒
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⑳
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．
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近世ティロールの「地域」ぜ境界」認識と領邦誌（佐久間）

二
　
　
「
地
域
」
・
「
境
界
」
認
識

　
前
章
で
は
、
領
邦
誌
の
概
略
を
整
理
し
、
記
述
の
重
点
や
問
題
関
心
が
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
以
上
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
本
章
で
は
、
領
邦
誌
が
テ
ィ
ロ
ー
ル
と
い
う
「
地
域
」
や
、
そ
の
内
外
の
「
境
界
」
を
ど
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
た
か
を
考
察

す
る
。

（一

j
　
テ
ィ
隣
ー
ル
内
部
の
境
界

　
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
聖
篭
誌
は
、
領
事
を
単
位
と
す
る
「
地
域
」
意
識
を
前
提
に
作
成
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
「
地
域
」
を

設
定
し
て
も
、
そ
の
内
部
に
多
様
性
が
存
在
し
、
必
然
的
に
「
境
界
」
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
。
特
に
テ
ィ
ロ
ー
ル
で
は
、
一
九
世
紀
以
降
、

ド
イ
ツ
語
系
と
イ
タ
リ
ア
語
系
の
対
立
の
中
で
、
「
境
界
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
先
鋭
化
し
た
。
そ
れ
で
は
、
一
七
・
一
八
世
紀
の
盟
邦
誌
は
、

テ
ィ
ロ
ー
ル
内
部
の
「
境
界
」
を
、
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
一
八
〇
三
年
に
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
に
統
合
さ
れ
る
ま
で
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
章
章
と
同
盟
を
結
び
つ
つ
も
独
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戯
し
た
聖
界
領
で
あ
っ
た
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
と
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
領
（
以
下
、
両
司
教
領
と
略
記
）
で
あ
る
。
特
に
、
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民
が

多
数
を
占
め
る
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
は
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
ド
イ
ツ
語
系
と
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民
の
議
論
の
争
点
と
な
っ
て
い
た
。
イ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

リ
ア
側
の
視
点
で
は
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
は
、
「
ド
イ
ツ
化
」
の
圧
力
に
抵
抗
し
た
イ
タ
リ
ア
の
防
塞
と
把
握
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、

二
〇
世
紀
前
半
に
活
躍
し
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
「
ド
イ
ツ
性
」
と
＝
体
性
」
を
主
張
し
続
け
て
い
た
ド
イ
ツ
語
系
の
研
究
者
シ
ュ
ト
ル
ツ
は
、

両
司
教
領
が
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
領
土
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
と
両
司
教
領
が
全
体
と
し
て
「
ド
イ
ツ
」
に
帰
属
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
た
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
両
司
教
領
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
へ
の
帰
属
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
一
七
世
紀
の
領
邦
誌
に
も
言
及
し
て
い
る
。

　
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
の
領
邦
誌
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
「
祖
圏
」
と
見
な
し
て
い
た
。
こ
の
「
祖
国
」
に
は
、
両
罰
教
領
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
領
邦
誌
も
、
両
司
教
領
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
が
「
帝
国
諸
侯
た
る
二
つ
の
司
教
領
ト
リ
エ
ン
ト
と
ブ
リ
ク
セ
ン
」
を
保
有
し
て
い
る
と
し
、
司
教
領
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
記
述
す
る
こ
と
は
、
「
祖
国
」
に
益
し
、
そ
の
名
誉
を
高
め
る
作
業
の
～
環
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
た
だ
し
、
両
司
教
領
に
つ
い
て
の
説
明
が
、
特
別
に
章
を
設
け
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
ヴ
ォ
ル
ケ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
両
司
教
領
に
つ
い
て
も
記
述
す
る
理
由
を
、
そ
の
領
土
が
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
．
の
「
保
護
と
庇
護
ω
。
ざ
9
§
庫
ω
。
ぼ
§
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
下
に
あ
る
た
め
で
あ
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
断
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ブ
ル
ク
レ
ヒ
ナ
ー
は
、
君
主
が
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
に
い
か
に
恩
恵
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

与
え
て
き
た
か
説
明
す
る
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
が
両
司
教
領
の
「
保
護
権
く
○
σ
q
琶
」
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
、
両
司
教
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
論
調
議
会
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
と
両
司
教
領
の
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
た
記

述
の
パ
タ
ー
ン
や
内
容
は
、
両
司
教
領
の
自
立
性
を
強
調
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
筆
者
が
意
識
し
て
い
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
だ

ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
当
時
の
観
念
で
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
と
両
司
教
領
の
「
一
体
性
」
が
、
自
明
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
結
語
や
「
民
族
」
の
多
様
性
は
、
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
六
世
紀
初
頭
に
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
に
編
入
さ
れ

た
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地
域
と
呼
ば
れ
る
場
所
と
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
は
、
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民
が
多
数
を
占
め
る
。
だ
が
、
ブ
ル
ク
レ
ヒ
ナ
ー
や
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ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
は
、
雷
門
の
相
違
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
触
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
個
々
の
裁
判
区
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

記
述
の
中
で
、
住
民
の
言
語
、
風
習
、
法
慣
習
な
ど
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
だ
が
、
一
九
世
紀
以
降
、
そ
の
位
置
が
論
争
の
焦
点
と
な
っ
た

「
言
語
境
界
」
に
つ
い
て
は
、
言
及
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
言
語
を
基
準
と
し
て
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
内
の
「
地
域
」
を
区
分
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
七
世
紀
に
重
視
さ
れ
た
「
境
界
」
は
、
言
語
で
は
な
く
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
と
両
司
教
領
の
間
の
圏
制
上
の
相
違
に
基

づ
い
て
い
た
。
だ
が
、
一
七
四
〇
年
の
ア
ン
ト
ン
・
ロ
シ
ュ
マ
ン
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
小
誌
』
で
は
、
「
こ
の
領
邦
に
は
、
二
つ
の
帝
国
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

侯
領
、
す
な
わ
ち
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
と
ブ
リ
ク
セ
ン
司
教
領
が
存
在
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
七
世
紀
の
領
邦
誌
と
違
い
、
両

司
教
領
に
対
し
て
別
個
の
章
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
両
司
教
領
を
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
単
な
る
一
部
と
す
る
彼
の
認
識
は
、
一
七
四
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

年
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
文
学
史
』
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
文
学
や
美
術
の
歴
史
を
論
じ
た
こ
の
作
品
で
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

で
な
く
、
両
司
教
領
出
身
の
芸
術
家
や
文
筆
家
も
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
の
う
え
、
「
我
ら
が
ト
リ
エ
ン
ト
↓
凱
幽
言
出
ヨ
8
ω
霞
郎
鰺
」
と
い
う

文
言
も
見
う
け
ら
れ
る
。

　
テ
ィ
ロ
ー
ル
宰
領
と
両
司
教
領
の
間
の
「
境
界
」
を
重
視
し
な
い
の
は
、
ロ
シ
ュ
マ
ン
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
同
時
代
の
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

領
邦
誌
で
も
、
両
司
教
領
が
別
個
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
両
司
教
領
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
へ
の
統
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
進
展
し
た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
雷
語
に
つ
い
て
の
記
述
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
小
誌
』
で
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

語
と
イ
タ
リ
ア
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
触
れ
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
が
ど
こ
で
話
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
記
述
は
な

く
、
「
量
口
語
境
界
」
が
存
在
す
る
と
の
認
識
は
見
ら
れ
な
い
。
「
文
芸
共
和
国
」
の
住
人
と
し
て
ラ
テ
ン
語
を
駆
使
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ロ
ヴ

ェ
レ
ー
ト
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
イ
タ
リ
ア
語
系
エ
リ
ー
ト
と
も
交
流
し
て
い
た
ア
ン
ト
ン
・
ロ
シ
ュ
マ
ン
に
と
っ
て
、
言
語
や
文
化
の
違
い
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

大
き
な
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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も
っ
と
も
、
特
に
一
八
世
紀
後
半
に
は
、
ド
イ
ツ
語
系
と
イ
タ
リ
ア
語
系
の
墨
流
を
区
別
す
る
叙
述
が
出
現
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
　
　
真
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
は
、
何
百
年
も
前
か
ら
、
領
邦
全
体
で
花
開
い
て
い
る
。
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
テ
イ
ロ
ー
ル
で
は
、
人
々
＜
o
げ
パ

　
　
は
、
信
心
や
旧
来
の
慣
習
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
～
方
、
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
ラ
ン
ト
芝
Φ
一
ω
o
包
き
住
に
面
し
て
居
住
す
る
人
々
＜
σ
一
〇
寄
H
の
道
徳
は
、
よ
り
劣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
才
能
、
理
性
、
認
識
力
は
、
よ
り
深
く
大
き
い
。

　
以
上
は
、
～
七
六
〇
年
頃
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
誌
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
引
用
文
に
あ
ら
わ
れ
る
「
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
」
と
は
、
一
般
に
は

「
ロ
マ
ン
ス
（
語
）
の
」
と
い
う
形
容
詞
で
あ
る
が
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
で
は
、
「
イ
タ
リ
ア
（
語
）
の
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
っ
て
、
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
誌
』
は
、
ド
イ
ツ
語
系
と
イ
タ
リ
ア
語
系
の
住
民
を
区
別
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

領
邦
誌
の
中
で
、
こ
う
し
た
見
方
を
と
る
の
は
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
誌
価
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
作
品
で
は
、
言
語
と
は
違
っ
た
指
標

に
よ
っ
て
、
「
地
域
」
区
分
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
前
章
で
は
、
一
八
世
紀
の
領
邦
誌
が
、
国
庫
主
義
や
統
計
学
が
流
行
し
た
当
時
の
風
潮
に
し
た
が
っ
て
、
域
内
の
農
業
、
産
業
や
人
口
の
正

確
な
把
握
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
農
業
的
生
産
力
や
産
業
の
特
徴
を
述
べ
る
際
に
は
、
気
候
や
植
生
と
い
っ
た
要
素
が
重
要
と

な
る
。
そ
の
結
果
、
一
八
世
紀
の
領
邦
誌
に
は
、
気
候
や
植
生
を
基
準
に
し
て
、
ア
ル
プ
ス
の
南
北
を
区
分
す
る
見
解
が
登
場
し
た
。

　
例
え
ば
、
一
七
七
九
年
頃
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
誌
』
は
、
「
北
部
テ
ィ
ロ
ー
ル
号
ω
昌
曾
臣
昆
①
日
長
。
一
」
で
は
農
耕
と
牧
畜
が
、
「
南
部
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ロ
ー
ル
留
ω
鴇
象
畠
①
6
属
。
に
で
は
ワ
イ
ン
製
造
業
と
養
蚕
業
が
、
主
要
な
生
計
手
段
に
な
っ
て
い
る
と
説
明
し
た
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
場
合
、

ブ
ド
ウ
や
桑
を
栽
培
で
き
る
の
は
、
ア
ル
プ
ス
以
南
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
産
業
や
植
生
を
基
準
に
、
ア
ル
プ
ス
を
南
北
の
「
境
界
」
と
す

る
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
植
生
を
指
標
と
す
る
の
は
、
カ
ッ
シ
ア
ン
・
ロ
シ
ュ
マ
ン
が
、
一
七
七
八
年
に
発
表
し
た
『
テ
ィ

ロ
ー
ル
真
薦
史
』
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
「
北
部
畠
2
8
H
臼
一
。
冨
U
き
傷
臣
Φ
一
一
」
と
「
南
部
匹
9
霊
鑑
簿
。
ピ
輿
口

業
巴
」
に
区
分
す
る
。
そ
の
基
準
は
、
「
肥
沃
さ
、
あ
る
い
は
ブ
ド
ウ
や
桑
の
生
長
、
そ
し
て
優
れ
た
果
実
の
産
出
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
え
ば
、
ア
ル
プ
ス
の
分
水
嶺
で
あ
る
ブ
レ
ソ
ナ
ー
峠
以
南
は
「
南
部
」
に
属
す
る
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
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近世ティロールの「地域」・「境界」認識と領邦誌（佐久間）

　
ア
ル
プ
ス
を
「
境
界
」
と
す
る
考
え
方
は
、
こ
の
時
期
に
始
め
て
登
場
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
古
代
の
著
述
家
た
ち
は
、
ア
ル
プ
ス
を
北
方

の
野
蛮
人
に
対
す
る
「
防
壁
」
と
見
な
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
ペ
ト
ラ
ル
カ
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
て
以
降
、
「
防
壁
」
と
し
て
の
ア
ル
プ

ス
と
い
う
認
識
は
、
イ
タ
リ
ア
の
人
文
主
義
者
の
間
に
広
ま
っ
た
。
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
展
開
さ
れ
た
イ
レ
デ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
過
去
の
著
作
が
利
用
さ
れ
た
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
語
系
の
側
は
、
ブ
レ
ソ
ナ
ー
を
「
境
界
」
と
す
る
考
え
方
を
必
死
に
否
定
し
よ
う

　
　
⑳

と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
～
八
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
語
系
エ
リ
ー
ト
は
、
イ
タ
リ
ア
の
人
文
主
義
者
た
ち
と
は
違
っ
た
観
点
か
ら
、
す
な
わ

ち
植
生
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
ブ
レ
ソ
ナ
ー
の
「
境
界
」
と
し
て
の
機
能
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
他
と
は
異
な
る
一
つ
の
単
位
と
し
て
描
く
領
面
長
で
さ
え
も
、
内
部
の
「
境
界
」
を
認
識
し
て
い
た
こ

と
、
ま
た
、
そ
の
基
準
が
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
だ
が
、
「
地
域
」
・
「
境
界
」
認
識
を
問
題
と
す
る
場
合
、

テ
ィ
ロ
ー
ル
と
い
う
「
地
域
」
が
、
そ
の
外
部
と
の
関
係
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
次
節

で
は
、
「
ド
イ
ツ
」
や
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
い
っ
た
よ
り
広
い
枠
組
み
に
つ
い
て
、
領
邦
誌
が
い
か
に
叙
述
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。

（
二
）
　
「
ド
イ
ツ
」
や
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
お
け
る
位
置
づ
け

　
一
七
世
紀
の
領
邦
誌
を
見
る
と
、
作
者
が
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
「
ド
イ
ツ
」
の
一
部
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
と
な
る
。
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
は
、
「
我
が
祖
先
、
古
ド
イ
ツ
人
」
と
記
述
し
た
。
さ
ら
に
、
ロ
ー
マ
帝
国
崩
壊
後
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
は
ド
イ
ツ
と
バ
イ
エ
ル
ン
に
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

属
し
た
た
め
、
多
く
の
地
域
で
ド
イ
ツ
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
。
ブ
ル
ク
レ
ヒ
ナ
ー
は
、
「
ド
イ
ツ
国
罠
の
帝
国
（
1
1
神
聖
ロ
ー
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

帝
国
）
に
お
い
て
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
よ
り
も
爾
に
あ
る
地
方
℃
8
風
嵩
は
存
在
し
な
い
」
と
記
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ス
も
、
「
我
ら
が
太
古
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ド
イ
ツ
の
祖
先
d
口
ω
お
d
邑
8
6
①
9
ω
畠
①
＜
o
H
鋒
Φ
白
」
と
表
現
し
、
ド
イ
ツ
語
を
「
母
語
」
と
呼
ん
で
い
た
。

　
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
「
ド
イ
ツ
」
の
一
部
と
す
る
の
は
、
一
八
世
紀
も
同
様
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ア
ン
・
ロ
シ
ュ
マ
ン
は
、
～
七
九
二
年
の
『
テ
ィ

ロ
ー
ル
史
』
で
、
「
ド
イ
ツ
の
個
々
の
地
方
勺
δ
謀
自
の
歴
史
叙
述
が
日
の
目
を
見
な
い
限
り
、
ド
イ
ツ
の
帝
国
史
は
望
む
べ
く
も
な
い
」
と
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⑳

述
べ
て
い
る
。

　
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
領
邦
誌
に
お
け
る
以
上
の
「
ド
イ
ツ
」
認
識
に
お
い
て
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
い
う
「
ド
イ
ツ
の
帝
国
」
の
枠
組
み
と
、

「
民
族
」
や
文
化
に
基
づ
い
た
「
ド
イ
ツ
」
と
の
ず
れ
が
ほ
と
ん
ど
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
近
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
境
界
」
概
念

に
関
す
る
見
取
り
図
を
示
し
た
メ
デ
ィ
ッ
ク
は
、
ド
イ
ツ
の
特
徴
と
し
て
、
政
治
的
分
裂
状
態
の
た
め
に
、
言
語
や
文
化
と
い
う
要
素
が
「
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

イ
ツ
」
の
紐
帯
と
し
て
重
視
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ュ
タ
ウ
バ
ー
は
、
「
ド
イ
ツ
」
と
「
イ
タ
リ
ア
」
の
境
界
に
関
す
る
人

文
主
義
者
た
ち
の
見
解
を
整
理
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
の
人
文
主
義
者
は
、
「
ド
イ
ツ
」
と
い
う
枠
組
み
と
ド
イ
ツ
語
圏
を
同

一
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
一
方
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
イ
タ
リ
ア
語
系
エ
リ
ー
ト
は
、
一
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
自
ら
が
イ
タ
リ
ア
文
化
圏
に

属
し
て
い
る
と
の
意
識
を
強
め
、
ド
イ
ツ
語
系
地
域
と
の
差
異
を
強
調
し
始
め
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で
は
、
「
イ
タ
リ
ア
」
と
い
う
政
治

的
枠
組
み
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
イ
タ
リ
ア
語
系
エ
リ
ー
ト
は
、
政
治
的
発
言
権
の
拡
大
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
テ
ィ

ロ
ー
ル
か
ら
の
分
離
さ
え
要
求
す
る
も
の
の
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
支
配
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が
、
「
政
治
」

と
「
自
然
」
を
区
別
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
二
恩
、
民
族
、
慣
習
、
歴
史
な
ど
が
、
「
自
然
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
～
括
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
自
ら
の
「
地
域
」
は
、
「
政
治
」
的
に
は
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
帰
属
す
る
も
の
の
、
「
自
然
」
に
お
い
て
は
「
イ
タ
リ
ア
」
の
～
部
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
語
系
地
域
と
の
文
化
的
相
違
と
テ
ィ
ロ
ー
ル
へ
の
帰
属
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
テ
ィ
ロ
1
ル
の
ド
イ
ツ
語
系
エ
リ
ー
ト
の
場
合
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
へ
の
帰
属
は
、
文
化
的
な
葛
藤
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
ま
た
、
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
の
領
邦
誌
は
、
「
民
族
」
や
雷
語
を
基
準
に
「
地
域
」
を
設
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

一
八
世
紀
の
領
邦
誌
に
お
い
て
も
、
イ
タ
リ
ア
語
系
地
域
の
存
在
に
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
で
優
位
に
あ
っ
た

彼
ら
に
と
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
語
系
地
域
の
存
在
も
、
な
ん
ら
重
要
視
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝

国
を
「
ド
イ
ツ
」
と
同
一
視
し
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
全
体
を
そ
の
～
部
と
す
る
こ
と
は
、
特
に
困
難
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
い
う
枠
組
み
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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近世ティロールの馳域」・「境界」認識と領邦誌（佐久聞）

　
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
玄
馬
誌
は
、
反
霜
主
・
反
中
央
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
君
主
を
同
じ
く
す
る
諸
領
邦

の
複
合
体
で
あ
っ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
で
、
国
家
統
合
の
動
き
が
本
格
化
す
る
の
は
、
一
八
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
｝
七

世
紀
の
領
邦
誌
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
支
配
下
に
あ
る
他
の
流
玉
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
い

う
枠
組
み
の
中
で
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
特
徴
を
定
義
す
る
よ
う
な
主
張
も
見
ら
れ
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
一
八
世
紀
の
領
藷
粥
に
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
存
在
を
前
提
と
し
た
言
説
が
出
現
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、

カ
ッ
シ
ア
ン
・
ロ
シ
ュ
マ
ン
の
　
七
七
八
年
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
史
』
が
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
諸
邦
で
学
ぶ
若
者
た
ち
の
た
め
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
「
そ
の
祖
国
く
象
①
H
ご
注
で
よ
そ
者
局
お
白
匹
H
膨
α
q
で
あ
る
こ
と
は
、
不
適
切
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
ば
し
ば
有
害
で
さ
え
あ
る
の
だ
。
特
に
君
た
ち
、
若
き
同
胞
た
ち
《
言
暮
茜
臼
に
と
っ
て
は
！
」
と
力
説
さ
れ
た
。
ま
た
、
テ
ィ
ロ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
地
理
的
位
置
を
、
「
リ
エ
ン
ツ
を
の
ぞ
い
て
は
、
諸
外
国
国
話
軍
監
ω
欝
鋤
8
口
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
た
。

　
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
存
在
感
の
高
ま
り
は
、
一
八
世
紀
の
領
確
報
が
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
心
臓
」
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア

世
襲
諸
領
の
砦
」
、
「
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
の
鍵
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
語
句
は
、
一
六
世
紀
以
降
に
、
ハ

プ
ス
ブ
ル
ク
霜
主
が
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
呼
ぶ
際
に
用
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
ま
た
、
一
八
世
紀
に
こ
れ
ら
の
用
語
を
使
う
の
は
、
領
邦
誌
に
限

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
諸
身
分
は
、
君
主
と
の
協
議
の
際
に
、
こ
う
し
た
表
現
を
頻
繁
に
持
ち
出
し
て
い
た
。

　
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
軍
制
史
家
シ
ェ
ー
ナ
ッ
ハ
は
、
君
主
側
が
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
て
い
る
の
は
、
財
政
的
・
軍
事
的
貢
献
を
諸
身
分
に
要
求
す

る
際
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
軍
事
的
位
置
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
諸
身
分
に
負
担
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
世
紀
に
は
、
諸
身
分
の
側
が
、
こ
う
し
た
表
現
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
が
、
テ
ィ

ロ
ー
ル
独
自
の
軍
制
を
廃
止
し
て
他
領
邦
の
シ
ス
テ
ム
に
統
｝
化
す
る
な
ど
、
い
っ
そ
う
の
軍
事
的
負
担
を
求
め
る
中
央
か
ら
の
圧
力
が
強
ま

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
諸
身
分
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
武
装
・
防
衛
能
力
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
制
度
の
有
効
性
を
訴
え
よ

う
と
し
た
。
そ
の
中
で
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
心
臓
」
と
い
っ
た
用
語
も
、
当
初
の
文
脈
が
読
み
か
え
ら
れ
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
果
た
し
て
き
た
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⑳

軍
事
的
役
割
と
、
そ
の
役
割
を
君
主
自
身
が
称
賛
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
述
べ
た
軍
制
の
画
一
化
に
対
す
る
抵
抗
を
通
じ
て
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
心
臓
」
を
は
じ
め
と
す
る
表
現
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
語
系

エ
リ
ー
ト
に
周
知
の
も
の
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
が
轡
型
誌
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
と
し
て
は
、
さ
ら
に
以

下
の
二
点
も
指
摘
で
き
る
。

　
第
一
に
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
が
他
の
領
邦
よ
り
も
多
く
の
特
権
を
保
持
し
て
い
る
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
。
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
の

ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
の
所
見
』
の
冒
頭
で
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
地
政
学
的
な
重
要
性
が
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
　
　
テ
ィ
ロ
ー
ル
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
他
の
世
襲
王
国
や
地
方
か
ら
遠
く
離
れ
て
お
り
、
強
力
で
危
険
な
外
国
の
勢
力
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
。
…
領
邦

　
　
尊
体
が
、
高
い
山
々
で
囲
ま
れ
、
自
然
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
城
砦
を
成
す
。
こ
の
た
め
、
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
に
よ
っ
て
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の

　
　
心
臓
か
つ
イ
タ
リ
ア
に
至
る
唯
一
の
橋
と
、
そ
し
て
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
一
世
に
よ
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
世
襲
諸
車
の
砦
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
そ
し

　
　
て
、
こ
れ
を
失
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
世
襲
諸
領
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
逆
に
、
こ
れ
を
保
持
す
る
限
り
、
他
を
征
服
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
と
し

　
　
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
、
す
な
わ
ち
遠
く
離
れ
て
い
る
こ
と
や
、
危
険
な
隣
国
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
た
め
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
家
（
1
ー
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
プ
ス
ブ
ル
ク
家
）
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
他
の
世
襲
諸
領
と
は
区
別
し
て
扱
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
君
主
へ
の
請
願
を
列
挙
し
た
『
所
見
』
の
最
後
で
も
、
危
険
な
外
部
の
勢
力
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
や
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
ド
イ
ツ
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

国
の
心
臓
」
、
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
世
襲
要
領
の
砦
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
『
所
見
』
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の

旧
来
の
慣
習
・
特
権
を
列
挙
し
、
そ
の
維
持
を
君
主
に
要
望
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
「
心
臓
」
や

「
砦
」
と
し
て
の
重
要
性
が
、
特
権
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
地
理
的
位
置
が
強
調
さ
れ
る
第
二
の
理
由
は
、
商
業
的
利
害
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
領
邦
誌
の
多
く
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
、
「
ド

イ
ツ
」
と
「
イ
タ
リ
ア
」
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
例
え
ば
、
カ
ッ
シ
ア
ン
・
ロ
シ
ュ
マ
ン
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
史
』
は
、
「
ド

イ
ツ
」
の
個
々
の
地
方
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
作
業
に
お
い
て
、
特
に
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
注
目
す
る
の
は
、
「
ド
イ
ツ
を
イ
タ
リ
ア

54　（4t14）
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⑬

に
結
び
つ
け
る
結
節
点
」
で
あ
る
た
め
と
説
明
し
て
い
た
。

　
「
ド
イ
ツ
」
と
「
イ
タ
リ
ア
」
を
結
ぶ
機
能
に
注
目
す
る
言
説
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
後
世
の
議
論
に
お
い
て

も
、
繰
り
返
し
出
現
す
る
。
例
え
ば
、
テ
イ
ロ
ー
ル
の
一
体
性
を
示
す
こ
と
に
努
め
た
シ
ュ
ト
ル
ツ
は
、
元
来
は
ス
イ
ス
を
言
い
表
し
て
い
た

「
横
断
路
国
家
勺
9
醇
き
傷
」
と
い
う
概
念
を
利
用
し
た
。
つ
ま
り
、
テ
イ
ロ
ー
ル
の
地
理
的
性
質
を
、
南
か
ら
北
ま
で
の
交
通
路
を
コ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ロ
ー
ル
す
る
も
の
と
定
義
す
る
こ
と
で
、
そ
の
＝
体
性
」
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
は
じ
め
に
で
触
れ
た
よ
う
に
、
か
つ

て
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
「
境
界
地
域
」
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
ょ
う
と
す
る
動
き
が
、
近
年
で
は
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
一
八
世
紀
の
領
邦

誌
に
見
ら
れ
る
、
「
ド
イ
ツ
」
と
「
イ
タ
リ
ア
」
を
つ
な
ぐ
役
割
を
強
調
す
る
一
蕎
説
は
、
後
世
の
議
論
と
は
違
っ
た
観
点
か
ら
出
現
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
世
紀
に
は
国
庫
主
義
的
な
考
え
方
が
優
勢
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
し
た
が
い
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
で
も
、
輸
出

の
奨
励
と
、
関
税
の
引
き
上
げ
に
よ
る
輸
入
の
抑
制
が
図
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ア
ル
プ
ス
を
縦
断
す
る
通
商
路
か
ら
の
収
益
に
頼
っ
て
き
た
テ

ィ
ロ
ー
ル
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
政
策
は
大
き
な
不
利
益
を
も
た
ら
す
。
ま
た
、
こ
の
時
代
に
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
領
で
唯
一
の
港
と
も
言
え

る
ト
リ
エ
ス
テ
に
、
自
由
港
の
特
権
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ト
リ
エ
ス
テ
に
つ
な
が
る
通
商
路
が
成
長
す
る
～
方
、
テ
ィ
ロ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
南
北
を
通
過
す
る
商
品
の
流
通
量
が
減
少
し
た
。

　
一
七
六
〇
年
の
『
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
砲
撃
』
は
、
「
テ
ィ
ロ
ー
ル
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
全
体
か
ら
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
ラ
ン
ト
へ
と
向
か
う
商
品
の

通
路
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
ト
リ
エ
ス
テ
の
成
長
に
よ
っ
て
、
テ
イ
ロ
ー
ル
を
通
過
す
る
交
易
が
打
撃
を
受
け
た
こ
と
に
懸
念
を
表

　
　
⑯

明
し
た
。
ま
た
、
「
心
臓
」
や
「
鍵
」
と
い
っ
た
表
現
で
、
地
理
的
重
要
性
を
際
立
た
せ
る
言
説
も
あ
ら
わ
れ
る
。

　
　
　
高
い
山
脈
に
囲
ま
れ
、
ド
イ
ツ
と
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
ラ
ン
ト
の
間
に
位
置
す
る
と
い
う
有
利
な
立
地
条
件
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
あ
ら
ゆ
る
外
敵
の
侵
入
か
ら

　
　
守
る
だ
け
で
な
く
、
両
国
間
の
通
商
路
を
開
く
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
通
商
路
は
、
外
部
の
諸
都
市
の
成
長
に
よ
っ
て
完
全
な
崩
壊
の
危
機
に

　
　
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
領
邦
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
の
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
諸
国
と
、
ド
イ
ツ
諸
国
を
結
び
つ
け
る
唯
～
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

55　（445）



　
　
収
入
高
で
は
な
く
、
上
で
述
べ
た
よ
り
重
要
な
理
由
の
た
め
に
、
主
要
な
世
襲
諸
領
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
実
際
、
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
の
文
書
に

　
　
よ
れ
ば
、
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
は
、
妾
伯
領
を
ド
イ
ツ
と
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
ラ
ン
ト
の
鍵
と
、
そ
し
て
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
一
世
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
心
臓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
史
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
ド
イ
ツ
」
と
「
イ
タ
リ
ア
」
の
間
の
「
通
路
」
で
あ
る
と
い
う
言
説
は
、
通
商
路
と
し
て
の
テ
ィ
ロ
ー

ル
の
独
自
性
を
強
調
す
る
申
で
成
長
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

56　（ca6）

　
一
七
世
紀
の
領
邦
誌
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
首
領
と
両
司
教
領
の
間
の
国
制
上
の
差
異
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
。
一
八
世
紀
に
は
、
両
司
教
領
の

テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
へ
の
統
合
が
進
展
し
た
こ
と
で
、
両
者
の
「
境
界
」
は
重
視
さ
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
に
か
わ
っ
て
出
現
し
た
、
「
境
界
」
設

定
の
新
た
な
基
準
の
一
つ
が
言
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
唯
一
か
つ
絶
対
の
指
標
で
は
な
か
っ
た
。
国
庫
主
義
的
な
観
点
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た

領
無
漏
は
、
収
入
に
直
結
す
る
、
農
業
、
工
業
、
人
口
の
状
態
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
気
候
や
植
生
を
基

準
に
し
て
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
ア
ル
プ
ス
の
南
と
北
で
区
分
す
る
考
え
方
が
成
長
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
と
外
部
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
「
ド
イ
ツ
」
の
一
部
と
す
る
認
識
は
、
既
に
一
七
世
紀
か
ら
あ
ら
わ
れ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
へ
の
帰
属
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
八
世
紀
以
降
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
、
テ
ィ

ロ
ー
ル
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
や
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
特
別
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
主
張
も
登
場
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
～
八
世
紀

に
は
、
外
部
と
の
関
係
の
中
で
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
特
徴
を
際
立
た
せ
る
よ
う
な
造
説
が
発
展
し
た
。
背
景
と
し
て
は
、
第
一
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク

帝
国
の
中
央
集
権
化
が
進
む
中
で
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
論
理
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
領
邦
誌
が
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
外
を
も
含
む
、
よ

り
多
く
の
読
者
に
向
け
て
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
①
翼
。
翌
賦
β
愚
．
轟
ら
も
■
①
O
－
①
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
料
を
用
い
て
お
り
、
扱
っ
た
対
象
も
広
範
囲
に
わ
た
る
た
め
、
現
在
で
も
参
照
さ

　
②
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
翼
翼
館
の
館
長
も
務
め
た
シ
ュ
ト
ル
ツ
の
著
作
は
、
膨
大
な
史
　
　
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
シ
ュ
ト
ル
ツ
の
最
大
の
全
的
は
、
ア
ル
プ
ス
を
「
自
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然
国
境
」
と
考
え
る
イ
タ
リ
ア
側
に
反
論
し
、
門
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
併
合
の
不
当

　
性
を
訴
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
明
確
に
示
す
の
が
、
一
九
二
七

　
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
槻
南
テ
イ
ロ
…
ル
に
お
け
る
ド
イ
ツ
性
の

　
拡
大
輪
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
、
な
い
し
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
へ
の

　
学
窓
教
領
の
帰
属
が
強
調
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ル
プ
ス
の
南
側
に
ド

　
イ
ツ
入
が
入
植
す
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
語
、
ド
イ
ツ
の
地
名
、
ド
イ
ツ
の
慣
習
な

　
ど
の
讐
ド
イ
ツ
性
」
が
拡
大
す
る
様
相
が
描
写
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ω
ε
思
出
華

　
尊
輿
§
頓
譜
偽
b
鴨
ミ
逡
ぎ
ヘ
ミ
防
註
い
§
凡
こ
こ
ミ
窺
S
咋
鴨
譜
、
箏
毒
§
§
N
（
以
下
、

　
》
器
い
、
ミ
§
魁
甲
鼻
ゆ
儒
①
．
ぎ
㎝
↓
Φ
臨
㊦
P
試
雌
p
o
ぽ
Φ
ロ
ー
b
d
Φ
島
P
一
り
ト
δ
甲
G
◎
蒔
シ
ュ
ト
ル

　
ツ
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
「
ド
イ
ツ
性
」
・
「
一
体
性
」
を
強
調
す
る
際
、
【
七
世
紀

　
の
領
邦
誌
を
恣
意
的
に
利
用
す
る
が
、
特
に
高
く
評
価
す
る
の
は
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ

　
ュ
タ
イ
ン
の
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
作
品
の
出
版
作
業
の
中

　
心
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
解
説
も
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
、
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
両
司
教
領
を
取
り
扱
っ
て
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》

⑭
∪
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甲
ω
．
画
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層

⑳
U
ぢ
一
一
逡
＼
日
り
ω
．
一
〇
山
一
■

⑳
　
一
七
七
九
年
頃
の
領
邦
誌
で
も
、
テ
ィ
ロ
…
ル
が
、
防
衛
と
通
商
に
有
利
な
位

　
置
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
鳴
b
d
ω
①
血
＼
戸
ω
．
卜
。
卜
⊃
－
卜
。
ω
．

　
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
、
時
代
別
に
ま
と
め
直
し
て
お
こ
う
。

　
一
七
世
紀
の
愚
挙
誌
の
特
徴
は
、
以
下
の
三
点
に
要
約
で
き
る
。
第
一
に
、
領
邦
誌
と
い
う
分
野
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
他
と
は
異
な
る
一
つ

の
「
祖
国
」
と
す
る
認
識
を
基
に
成
立
し
た
。
だ
が
第
二
に
、
一
七
世
紀
の
領
邦
誌
作
者
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
と
両
司
教
領
の
政
治
上
の

「
境
界
」
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
。
～
方
、
言
語
や
韓
族
は
、
「
地
域
」
区
分
の
指
標
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
第
三
に
、
こ
の
時
期
の
領
邦
誌

は
、
貴
族
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
お
り
、
広
範
な
読
者
層
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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｝
八
世
紀
の
領
邦
誌
に
見
ら
れ
る
傾
向
の
第
一
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
伯
領
と
両
司
教
領
の
相
違
が
重
視
さ
れ
な
く
な
り
、
か
わ
っ
て
、
新
た
な

「
境
界
」
設
定
の
基
準
が
浮
上
し
た
こ
と
で
あ
る
。
君
主
へ
の
報
告
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
領
邦
誌
の
場
合
、
統
治
・
行
政
に
役
立
つ
情
報
が

重
視
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
産
業
や
農
業
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
気
候
や
植
生
が
、
「
地
域
」
区
分
の
指
標
と
な
っ
た
。
第
二
に
、
テ

ィ
ロ
ー
ル
を
他
と
比
較
し
た
り
、
よ
り
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
位
置
づ
け
る
視
角
が
あ
ら
わ
れ
た
。
君
主
に
向
け
て
書
か
れ
た
領
邦
誌
で
は
、

寛
大
か
つ
適
切
な
統
治
が
要
求
さ
れ
る
。
ま
た
、
出
版
さ
れ
た
領
邦
誌
の
場
合
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
外
の
読
者
の
関
心
に
応
え
る
こ
と
も
重
要
で

あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
特
徴
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
、
中
央
集
権
化
に
抵
抗
す
る
諸
身
分
の
議
論
が
反

映
さ
れ
た
。
代
表
的
な
も
の
が
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
地
理
的
位
置
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
言
説
で
あ
る
。
「
辺
境
」
で
あ
る
こ
と
を
逆
用
し
、
自

ら
の
重
要
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
う
し
た
主
張
は
、
「
境
界
地
域
」
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
戦
略
と
し
て
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

　
さ
て
、
歴
史
、
地
理
、
統
計
な
ど
の
複
数
の
分
野
を
包
含
す
る
領
邦
誌
は
、
学
問
の
専
門
分
化
が
進
ん
だ
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
は
消
滅
す

る
。
だ
が
、
一
九
世
紀
前
半
に
は
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
民
俗
学
・
郷
土
研
究
の
創
始
者
の
一
人
と
さ
れ
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
の
官
僚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
あ
っ
た
シ
ュ
タ
ッ
フ
ラ
ー
が
、
領
邦
誌
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
一
八
世
紀
の
領
邦
誌
に
あ
ら
わ
れ
た
「
地
域
」
・
「
境
界
」

認
識
が
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
シ
ュ
タ
ッ
フ
ラ
ー
の
作
品
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
遂
げ
て
い
る
の
か
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
シ
ュ
タ
ッ
フ
ラ
ー
は
、
テ
イ
ロ
ー
ル
を
南
北
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
北
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
と
「
南
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
と
い
う

固
有
の
名
称
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
～
八
世
紀
後
半
に
出
現
し
た
テ
ィ
ロ
ー
ル
を
南
北
に
区
分
す
る
考
え
方
を
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
気
候
や
植
生
を
指
標
に
、
ア
ル
プ
ス
が
南
北
の
「
境
界
」
と
さ
れ
る
の
は
、
一
八
世
紀
後
半
と
同
様
で
あ
る
。
既
に

触
れ
た
よ
う
に
、
後
世
の
議
論
で
は
、
イ
タ
リ
ア
側
が
「
境
界
」
と
し
て
の
ア
ル
プ
ス
の
役
割
を
強
調
す
る
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
側
は
こ
れ
を

低
く
見
積
も
る
こ
と
で
、
第
一
次
大
戦
後
の
テ
イ
ロ
ー
ル
分
割
の
不
当
性
を
訴
え
て
き
た
。
こ
れ
を
考
え
れ
ば
、
ド
イ
ツ
語
系
エ
リ
ー
ト
が
、

一
九
世
紀
前
半
に
な
っ
て
も
、
ブ
レ
ソ
ナ
ー
を
「
境
界
」
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
ア
ル
プ
ス
を
「
ド
イ
ツ
」
と
「
イ
タ
リ
ア
」

の
「
境
界
」
と
す
る
考
え
方
が
、
「
イ
タ
リ
ア
」
の
政
治
的
「
境
界
」
を
ア
ル
プ
ス
に
ま
で
広
げ
よ
う
と
す
る
イ
レ
デ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
運
動
と
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結
び
付
け
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
語
系
エ
リ
ー
ト
が
脅
威
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
も
う
少
し
後
の
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
一
九
世
紀
前
半
の
領
有
誌
は
、
「
民
族
」
対
立
が
強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
わ
せ
る
。
第
一
に
、
一
八
世
紀
後
半
に
出

現
し
つ
つ
も
未
だ
支
配
的
で
は
な
か
っ
た
、
「
ド
イ
ツ
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
人
」
と
「
イ
タ
リ
ア
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
人
」
を
区
別
す
る
叙
述
の
パ
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ン
が
、
完
全
に
定
着
し
て
い
た
。
し
か
も
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
シ
ュ
タ
ッ
フ
ラ
ー
は
、
～
七
・
～
八
世
紀
の
領
邦
誌
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
か

っ
た
「
言
語
境
界
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
、
「
ド
イ
ツ
テ
ィ
ロ
ー
ル
U
Φ
葺
ω
o
窪
ヰ
〇
ご
と
「
イ
タ
リ
ア
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
H
欝
嵩
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

巴
。
・
筈
Φ
ω
ゴ
δ
に
を
線
引
き
し
て
い
る
。

　
だ
が
第
二
に
、
「
イ
タ
リ
ア
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
の
存
在
は
認
め
て
も
、
テ
ィ
ロ
ー
ル
と
は
別
飼
の
単
位
と
見
な
す
こ
と
は
断
固
と
し
て
否
定

し
た
。
こ
れ
を
示
す
の
が
、
「
ト
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
」
と
い
う
名
称
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
こ
の
名
称
は
、
二
布
ト
リ
エ
ン
ト
と
そ
の
周
辺
地

域
、
な
い
し
は
司
教
領
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
八
世
紀
末
か
ら
～
九
世
紀
前
半
の
間
に
、
イ
タ
リ
ア
語
系
地
域
を
一
括
す
る
概
念
と
し

　
　
　
　
⑤

て
成
長
し
た
。
こ
れ
以
降
、
イ
タ
リ
ア
語
系
地
域
の
自
治
権
拡
大
運
動
で
は
、
「
ト
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
」
が
、
闘
争
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ

　
　
　
⑥

と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
語
系
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
シ
ュ
タ
ッ
フ
ラ
ー
は
、
「
ト
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
」
と
い
う
用
語
を
使
う
こ
と
は
な
か

っ
た
。

　
さ
ら
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ヴ
ェ
ル
シ
ユ
地
域
の
中
心
都
市
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
の
「
ド
イ
ツ
的
要
素
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
イ
タ
リ
ア
語
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

地
域
の
㏄
体
性
も
否
定
す
る
。
ま
た
、
シ
ュ
タ
ッ
フ
ラ
！
は
、
「
イ
タ
リ
ア
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
人
は
、
ド
イ
ツ
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
人
同
様
、
そ
の
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

国
く
象
Φ
江
碧
q
と
君
主
を
愛
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
七
・
一
八
世
紀
の
用
法
同
様
、
シ
ュ
タ
ッ
フ
ラ
ー
も
、
「
祖
国
」
を
テ
ィ
ロ
ー

ル
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
た
め
、
こ
の
記
述
は
、
イ
タ
リ
ア
語
系
住
民
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
対
す
る
帰
属
意
識
を
強
調
す
る
も
の
と
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
シ
ュ
タ
ッ
フ
ラ
ー
の
叙
述
は
、
当
時
の
イ
タ
リ
ア
語
系
エ
リ
ー
ト
が
成
長
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
独
自
の
「
地

域
」
意
識
を
、
故
意
に
無
視
、
な
い
し
は
過
小
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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1
心
①
■

　
　
　
　
　
甲

②
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
作
晶
で
は
、
第
一
巻
で
耐
雪
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
、
第
二
巻
で
は

　
「
南
テ
ィ
ロ
…
ル
」
が
扱
わ
れ
た
が
、
そ
こ
で
南
北
を
分
け
る
の
は
、
ブ
レ
ン

　
ナ
ー
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
～
八
世
紀
後
半
の
領
邦
誌
同
様
、
植
生
や
農
業
に
つ
い

　
て
の
記
述
で
、
ア
ル
プ
ス
の
南
北
を
別
々
に
論
じ
て
い
る
。
≦
Φ
び
①
斜
b
§
卜
§
蹴

　
§
、
鼠
じ
ご
縣
．
押
ω
．
器
凸
G
。
り
①
①
ふ
刈
甲
刈
甲
。
。
①
．
シ
ユ
タ
ッ
フ
ラ
ー
は
、
「
多
く
の
河
川

　
の
分
水
嶺
と
な
り
、
領
邦
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
て
い
る
巨
大
な
ブ
レ
ン
ナ
…
の

　
尾
根
を
目
に
す
れ
ば
、
迷
わ
ず
、
そ
の
北
を
「
北
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
、
南
を
「
南
テ

　
ィ
ロ
ー
ル
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
た
。
ブ
レ
ソ
ナ
ー
を
地
理
的
な
根

　
拠
で
「
境
界
」
と
す
る
見
解
が
、
こ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
語
系
エ
リ
ー
ト
に
お
い
て

　
は
～
般
的
で
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
シ
ュ
タ
ッ
フ
ラ
ー
の
意
見
は

　
注
目
に
値
す
る
。
だ
が
、
第
二
に
、
シ
ユ
タ
ッ
フ
ラ
ー
は
、
「
よ
り
正
確
な
区
分

　
を
行
お
う
と
す
る
場
合
、
気
候
と
優
れ
た
果
実
、
特
に
ブ
ド
ウ
の
産
出
を
、
決
定

　
的
な
要
因
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
扁
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
「
こ
の
後
者
の
区

　
分
が
、
私
に
は
最
も
適
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、
気
候
と
植
生
を
他
よ

　
り
も
重
視
す
る
姿
勢
を
表
明
し
た
。
ω
冨
譲
①
卦
§
こ
N
§
蹴
ぎ
ミ
嵐
贈
ミ
頭
円
Φ
出
到

　
ω
■
㊤
㊤
一
一
〇
〇
．

③
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
イ
タ
リ
ア
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
人
の
特
徴
」
を
、
「
ド
イ
ツ
テ
ィ

　
ロ
ー
ル
人
扁
と
比
較
し
な
が
ら
論
じ
た
。
芝
①
σ
Φ
お
b
翁
い
§
叙
§
、
漏
し
づ
9
N
ω
■

　
畠
。
。
－
α
O
ω
．
シ
ュ
タ
ッ
フ
ラ
ー
の
場
合
に
も
、
「
道
徳
的
・
宗
教
的
観
点
に
お
い
て
、

　
明
確
な
区
分
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
人
を
分

　
か
つ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ω
高
蔵
Φ
訓
鵠
、
ミ
§
駄
δ
鳶
託
ぴ
恥
累
日
①
出
鮒
ψ

　
一
嵩
N

④
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
言
語
境
界
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
使
わ
な
い
。
だ
が
、
テ

　
イ
ロ
ー
ル
伯
領
と
か
つ
て
の
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
の
間
に
位
置
し
て
い
た
サ
ル
…

　
ン
の
あ
た
り
で
言
語
が
変
化
し
て
お
り
、
こ
こ
が
「
ド
イ
ツ
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
偏
と

　
「
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
の
「
境
界
」
で
あ
る
と
報
告
す
る
。
芝
Φ
げ
ω
が

　
b
象
ト
ミ
職
§
き
ト
ゆ
創
．
押
ω
．
⑩
卜
⊃
一
し
d
臼
N
ψ
ミ
0
ム
刈
N
シ
ュ
タ
ッ
フ
ラ
ー
は
、

　
§
、
d
N
ミ
ミ
ぎ
ミ
、
導
ミ
畷
を
、
一
八
四
七
年
に
『
ド
イ
ツ
テ
ィ
ロ
ー
ル
と
フ
ォ
ア

．
ア
ー
ル
ベ
ル
ク
』
と
い
う
題
名
で
再
版
し
た
。
ω
冨
臨
Φ
お
b
蕊
§
黛
嘗
ぎ
§
、
。
N

　
§
概
ぎ
碁
、
導
馬
最
妹
蓑
隷
群
鳶
、
、
煙
熱
狂
逡
ミ
簿
ミ
き
§
b
σ
庶
§
馬
蝉
§
窒
N
’
悼
ゆ
恥
P

　
ぎ
霧
げ
毎
o
F
一
〇
。
ミ
．
こ
の
作
品
で
は
、
旧
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
と
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
地

　
域
以
外
を
、
門
ド
イ
ツ
テ
ィ
ロ
ー
ル
」
に
区
分
し
た
（
ω
傷
一
ω
．
一
　
　
甲
）
。
よ
っ
て
、

　
こ
こ
で
も
、
サ
ル
ー
ン
が
「
境
界
」
と
な
る
が
、
よ
り
は
つ
き
り
と
、
サ
ル
ー
ン

　
を
門
田
語
境
界
」
と
呼
ん
で
い
る
箇
所
も
あ
る
（
ゆ
匹
　
卜
⊃
り
ω
■
q
O
蒔
）
。

⑤
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
一
八
世
紀
の
特
に
後
半
に
な
る
と
、
イ
タ
リ
ア
語
系

　
エ
リ
ー
ト
が
、
ド
イ
ツ
語
系
地
域
と
の
相
違
を
自
覚
し
始
め
た
。
こ
の
こ
と
と
な

　
ら
ん
で
、
「
ト
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
扁
概
念
の
成
長
を
促
し
た
の
が
、
一
八
世
紀
末
以

　
降
の
支
配
領
域
の
変
動
で
あ
る
。
対
仏
戦
争
期
に
南
部
か
ら
テ
ィ
ロ
ー
ル
に
侵
攻

　
し
た
フ
ラ
ン
ス
軍
は
、
占
領
地
域
の
名
称
と
し
て
、
［
ト
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
」
と
い

　
う
用
語
を
採
用
し
た
。
さ
ら
に
、
ト
リ
エ
ン
ト
司
教
領
が
一
八
〇
三
年
に
テ
イ

　
ロ
…
ル
に
併
合
さ
れ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
下
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
も

　
含
む
テ
イ
ロ
ー
ル
の
南
部
が
、
イ
タ
リ
ア
王
国
に
併
合
さ
れ
た
。

⑥
「
ト
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
」
概
念
に
関
し
て
は
、
冒
。
ρ
爵
ぎ
旧
曇
ミ
を
参
照
。

⑦
「
ロ
ヴ
ェ
レ
ー
ト
の
住
民
は
、
ド
イ
ツ
と
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
末
端
か
ら
成
り
、
そ

　
の
通
商
活
動
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
固
有
の
民
族
く
。
貯
を
形
成
し
て
い
る
。
…
こ

　
の
た
め
、
ト
リ
エ
ン
ト
と
は
完
全
な
対
照
を
な
す
。
事
業
を
営
む
移
住
寝
た
ち
に

　
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
ド
イ
ツ
的
要
素
は
、
今
日
で
も
際
立
っ
て
お
り
、
住
民
た
ち

　
は
そ
れ
を
恥
じ
る
ど
こ
ろ
か
、
イ
タ
リ
ア
の
優
雅
さ
に
よ
っ
て
洗
練
し
よ
う
と
試

　
み
て
い
る
。
彼
ら
は
ド
イ
ツ
の
言
語
と
文
学
を
愛
し
、
そ
れ
ら
を
習
得
し
て
い
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近世ティロールの「地域」・「境界」認識と領邦誌（佐久間）
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del　proflo　istituzionale　deil’amministrazione　locale　dello　stato　visconteo．

　　Le　attivita　dei　vicari　al　di　fttori　delle　norme　statutarie　sono　riscontrabilt　nelle

corrispondenze　con　il　refeyendario．　Le　loro　lettere　delmeano　una　sostanziale

debolezza　dell’au＃orita　e　del　potere　del　vicario　nei　confronti　delle　societa　e　degli

uomi面locah，　che，　trovandosi　i1　mezzo　ai　con趾ti　fazionaij，（駈sponevano　deiぎapPorti（五

akeanza　fazionale　e　di　una　buona　possibMta　di　sfruttare　le　loro　forze　armate．　Tale

debolezza　diede　luogo　sia　alla　libera　definizione　della　natura　del　rapporto　tra　lo　stato　e

gti　uominl　del　posto，　in　cui　esso　e　interpretato　in　termini　di　“protezione　e　difesa”，　che

all’inquadramento　degli　elementi　deko　stato　visconteo　nei　contesti　locali　come　mezzi　di

legittimazione　dei　microconflitti　localj．

　　Quindi　nel　percorso　d’inserimento　del　vicario　e　del　vicariato　nelta　societa　locale　di

Bergamo　qui　esaminato，　si　riscontra　un　1argo　spazio　per　le　iniziative　locali　e　lo　sviluppo

istituzionale　delto　stato　che　andarono　di　pari　passo，　formando　un　stretto　rappoyto　di

interazlone　tra　essl．

　　　　Die　Wahrnehmungen　der　，Region“　und　der

，，Grenze“　bei　deutschsprachigen　Eljten　Tirols　im　17．

　　　　　　　　　　　　　　und　18．　Jahrhundert

von

SAI〈UMA　Daisuke

　　　　Viele　der　bishertgen　Regionalismusforschungen　gehen　davon　aus，　dass　eine

，，Region“　Uber　eine　ethnisch，　historisch－ku｝turell　homogene　territoriale　Einheit

ver　f（igt．　Das　Tenitorium　Tirols　ifberschritt　jedoch　den　Alpenhauptkamm　und　deren

Bev6ikerung　bestand　aus　der　deutschsprachigen　Majorittit　und　der

italienischsprachigen　Minoritat．　Die　Hochstifte　Trient　und　Brixen　waren　vor　1803　mit

der　Grafschaft　Tiro｝　nicht　vereinigt．　Wie　nahrnen　eigentlich　die　deutschsprachigen

Eliten　Tirols　eine　，　Region“　und　eine　，，Grenze“　wahr？　Um　dies　zu　beleuchten，　habe　ich

Landesbeschreibungen　im　17．　und　18．　Jahrhundert　zum　Gegenstand　meiner

Betrachtungen　gewtihlt．

　　Die　EntstehuRg　der　Landesbeschreibung　setzt　eine　Denkart，　Ctie　das　Land　als　die

sich　von　anderen　Gebieten　zu　unterscheidende　Einheit　betrachtet，　voraus．　Verfolgt

man　die　lnhalte　der　Landesbesclrrejbungen，　jedoch　so　wird　deutlich，　dass　，，Grenzen“

oder　Viefeltigkeiten　innerha｝b　Tirols　auch　erkarmt　wurden．　FUr　Ctie　Verfasser　im　17．
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Jahrhundert　wareR　die　herrschaftlichen　Grenzlinien　zwischen　der　Grafschaft　Tirol　und

den　beiden　Hochs£iken　am　wichtigsten．　Die　meisten　Schriften　des　17．　Jahrhunderts

erwtihnten　zwar，　dass　die　beiden　Hochstifte　，，under　dem　schutz　und　schirmb　der

grafschaft　Tyroil“　standen．　Es　war　doch　tiblich，　dass　die　Hochstifte　in　eigenen　Teilen

da！rgesteHt　wurden．　Auf　der　anderen　Seite　gab　es　zu　jener　Zeit　keine　Denl〈art，　nach

Sprache　oder　Charakter　des　Volkes　eine　，Region“　abzugrenzen．

　　Die　Beschreibungen　des　18．　Jahrhunderts　behandelten　die　Hochstifte　nicht　mehr血

eigenen　Teilen．　Die　Eljten　zu　jener　Zeit　sahen　also　die　Hochstifte　nur　als　Teil　Tiro｝s．

Stattdessen　vermeh！”ten　sich　seit　der　zweiten　Htilfte　des　18．　Jahrhunderts　die

Erwtihnungen　Uber　die　Unterschiede　der　Volkscharaktere　oder　Sprachen．　Alterdings

waren　so｝che　DarleguiRgen　in　den　Arbeiten　der　deutschsprachigen　EKten　noch　nicht

tibltch．　Nach　den　ForschuRgen　von　R．　Stauber　war　es　ftir　die　italienischsprachigen

Eliten　ein　groBes　Problem，　dass　ihr　Territorium　zu　Tirol　und　zurn　Hebigen　R6mischen

Reich　geh6rte，　obwohl　sie　sich　im　italienischen　Kulturraum　heirnisch　fUhiten．

DagegeR　gab　es　keines　solches　Problem　oder　Dilemma　bei　deutschsprachigen　Eliten．

Sie　mussten　nicht　mit　Unstimmigkeit　von　politischer　und　kulttllreiler　Zugeh6rigkeit

konfrontiert　werden．　Was　war　dann　das　wichtige　Kriterium　der　Trennung　fur　die

deutschsprachigen　E五ten～Hier　ist　zu　beme癒en，　dass　die　Landesbeschreibungen　des

i8．　JahrhuRderts　durch　statistische　Darstellungen　charakterisiert　sind．　lm　18．

Jahrhundert　entwickelten　sich　die　Statisgk　und　die　Kameralwissenschaft．　Die

GelehrteR　und　（lie　Beamten　zu　jener　Zeit　hatten　daran　groB　es　lnteresse，　die

Bev61kerung，　die　Fruchtbarkeit，　die　lndustrie，　das　Einkommen　des　Landes　usw．

genauer　zu　erfassen．　Aus　diesem　Grund　un毛ersc垣eden　viele　der　Ve血sser　nach

Kima　oder　Fruchtbarkeit　den　n6rdliclten　von　dem　sUdlichen　Teil　des　Landes．　Dabei

wird　die　Wasserscheide　der　Alpen，　der　Brermer，　als　die　GreRze　wahrgenommen．

　　Bei　der　Untersuchung　der　Wahrnehmungen　der　，Region“　und　der　，，Grenze“　soil

auch　befUcksichtigt　werden，　wie　die　deutschsprachigen　Eliten　das　Land　Tirol　in　den

weiteren　Rahrnen　wie　，Peutschland“　oder　Habsburgermonarchie　betrachteteR．　FUr

die　Autoren　der　LandesbeschreibuRgen　im　17．　und　18．　Jahrhundert　war　es　ldar　und

selbstverstandljch，　dass　Tirol　ein　Teil　，，Deutschlands“　war．　AI｝erdings　wurden　die

Airgumen£e，　Tirol　mit　anderen　Ltindern　zu　vergleichen　oder　die　Besonderheiten

Tirols　zu　betonen，　im　17．　Jahrhundert　noch　nicht　entwickelt．　Zudem　war　von　der

Zugeh6rigkeit　Tirols　zur　Habsburgermonarchie　noch　keine　Rede．　Auf　der　anderen

Seite　kann　man　die　Erwtihnungen　Uber　die　Zusammenhtinge　mit　anderen

habsburgischen　L2ndern　in　Landesbeschreibungen　des　18．　Jahrhunderts　finden．

Zugleich　soil　nicht　Ubersehen　werden，　dass　die　Autoren　die　Sonderstellung　Tirols　in

，」］）eutschland“　oder　in　der　Habsburgermonarchie　betonten．　Hier　sind　die　AusdrUcke

interessant，　mit　denen　Tirol　ausgezeichnet　wurde：　，，das　Herz　von　Osterreich“，　eine
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，，Citadelie　aller　Osterreichischen　Erblar｝den“　und　，，den　Schltissel　zu　Teutsch一　und

Welschland“．　Die　Verwendung　von　diesen　W6rtern　hatte　folgende　drei　Grtinde．

Erstens　so－ten　diese　Aussage，　wie　M．　P．　Schennach　neulich　gezeigt　hat，　die

Selbstverteidigungsfahigkeit　und　die　rnilitiirischen　Leistungen　der　Tiroler　gegen　die

Bestrebungen　der　Wiener　Zentralstellen　zur　Nivellierung　des　Tiroler

Landesverteidigungswesens　untermauem．　Zweitens　wurden（地se　Wδr亡er　als　ei肥r

der　Gr“nde　dafiir　angegeben，　warum　die　Habsburgermonarchen　Tirol　sich　von

anderen　Erb12ndern　unterschieden　lind　dle　Landesfreiheiten　und　Priyilegien

besttitigten．　Drittens　hingen　Cliese　Disl〈ure　mit　den　wirtschaftspolitischen　Fragen

zusamrnen．　Die　Tiroler　beschwerten　sich　Uber　die　kameralistisch　inspirierten

MaBnahrnen　zur　Gewerbefdrderung　und　ctie　zoRpolitschen　Vereinheitlichung　der

Monarchie　in　der　theresianisch－josephinischen　Epoche．　Deswegen　verwendeten　die

Schriften　im　18．　Jahrhundert　die　Ausdr｛icke　，，Schltissel　zu　Teutsch一　und　Welschiand“

und　，，das　Herz　von　Osterreich“，　um　die　Sonderste｝luRg　Tirols　als　Transitroute

herauszustellen．
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